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通信回線利用の実態
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情報化社会の到来は意外に近いとい う声が高い。コンピュータの

急激な普及と、高度利用技術の開発が進むにつれて、複雑化 した近

代社会を総合的に把握するための情報の価値が急速に高 め られ、

ミ情報産業こが新しい産業分野として急テンポで成長しつつある。

このような社会情勢の急激な産業や技術革新の時代には、旧来の社

会制度がその変化に対応しきれな くて、現実にそぐわない局面現状

が随処に生ずるのは止むを得ないことであるとはいえ、一刻 も早 く

に即応 した体制 と環境の整備を図ることが必要であろう。

通信回線 自由化の要望 もここから生れた。本協会ではコンピュー

タ ・ユーザーはじめ各方面のつよい要望に応えて、今春来、学識経

験者による 「通信回線利用対策委員会」を設けて検討した結果、さ

る8月5日 に中間報告を発表、関係方面た提言したが、その反響は

極めて大きか った。問題の重要性を改めて確認 した次第である。/

しか しながら一般には、未だ通信回線に対する認識が十分である

とはいえない。郵政省も9月5日 に 「データ通信のためのいわゆる

通信回線解放のための基本方針」を発表 して、一応の対策を示 した

が、 もちろんこれで十分な ものではない。本協会はここに改めて通

信回線問題の重要性を訴え、一般の関心を喚起したいと念願 して、

この小冊子を刊行することにした。 これによって通信回線の自由な

利用が、どれだけわが国経済、社会の発展に寄与するものであるか、

認識 を深め られれば幸いである。

昭和44年12月

財団法人 日本経営情報開発協会

副理事長 稲 葉 秀 三

(通信回線利用対策委員会 ・委員長)
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〔1〕 デ ー タ通 信 とは(遠 隔情報処理)

`

`

1.デ ー タ通信 利用 の形 態

小さな田舎の町医者が病因のは っきりしない患

者を抱えて困っている。そんなときに医者は患者

のカルテを符号にかえて遠方にある大学病院に電

話で送 り、一流専門医に診断 して もらう。 こんな

利用法は現実に行なわれている。

ワシン トンの公衆衛生院にあるコンピュータに

は、あらゆる症例の心電図が記憶きれている。ユ

ーザーは電話を通じて自分の心電図を所定の符号

でコンピュータに送りこむ。コンピュータはその

症状を比較判断して、適確な診断をくだ し、回答

を送 って くれる。利用者は1か 月数千人に達 し、

中にはヨーロッパから通信衛星を通 じて診断を求

めて くるものさえある。MEDINETと い う医

療診断サービス機関は、ボス トン郊外ウォーター

タウンに大型コンピュータをおき、ポス トソーニ

ューヨーク間の病院、医学研究所が加入してそれ

ぞれの患者の病歴ファイルを記録 している。だか

ら、どの地点で病気にな ったり事故にあ って も、

直ちにこのファイルに問い合わせることにより対

策をとることができる。

テレマックスとい う会社は、 ホ テ ル、 モーテ

ル、 レンタカー、セット旅行、観光船その他あ ら

ゆる旅行施設を予約する総合旅行予約の専業者で

顧客の申 し込みのとおりに、予約の種類や氏名、

1

到 着 や 出発 の 時 間 、滞 在 期 間な どが5秒 以 内 に 応 答

され るほ か 、 毎 日の ホ テル の 客 室 予 約 状 況 、 レン

タ カ ー の料 金 、 セ ッ ト旅 行 の 条 件 な どが旅 行 者 の

便 宜 に 供 され て い る。 その 範 囲 もア メ リカ の み な

らず 、 カ ナ ダ、 メ キ シ コ、 ア カ プ ル コ 、バ ー ミ ュ

ー ダ、 ナ ッソー 、 ジ ャマ イカ 、 プ エル ト リコ 、 ア

ラスカ 、 ハ ワ イに 及 ん で い る。

同 じ座 席 予 約 で も、 劇 場 や 、 オ ペ ラハ ウ ス 、 映

画 館 、 野 球 場 、 サ ッカ ー競 技 場 な ど 、 あ らゆ る娯

楽 機 関 の座 席 や 、 番 組 み 内容 、上 演 時 間 、 値 段 に

応 じて 、 即 座 に ど こか らで も予 約 し、 切 符 を 買 え

る のが 、 コ ソ ビ ュー チ ケ ッ ト社 の 仕 事 で あ る。

端 末 機 は 商 店 の 店 先 きや 喫 茶 店 な どの ほ か 人 が

集 ま る と ころ に お か れ 、 顧 客 が 自 由 に操 作 して 切

符 を購 入 す る。 座 席 の 位置 な どに つ い て の 希 望 条

件 も組 み 入 れ られ 、 希 望 の 場 所 が すで に予 約 さ れ

て い る場 合 は直 ち に そ の こ とが 応 答 され る 。端 末

機 の 数 は現 在 ロス ア ン ジ ェル スに125、 ニ ューーヨ

ー クに150だ が 、近 くシ カ ゴ 、 ヒ ュー ス トン 、 サ

ン フ ラ ンシ ス コな ど に拡 充 され る 予 定 で あ る。

事 件 が発 生 す る と、 警 官 は 直 ち に 手 配 書 を警 察

庁 へ 通信 網 を通 じて 送 る。 これ が 犯 人 逮 捕 の 一番

の 早道 な の だ 。警 察 庁 の 大 型 コ ン ピ ュー タに は 、過

去 に発 生 した事 件 の 被 疑 者 を検 挙 して 取 り調 べ た

結 果 明 らか に され た 手 口 の記 録 、氏 名 、生 年 月EI、

出 身地 、身 体 の 特 徴 、 職 歴 、 侵 入 口、侵 入 経 路 、

目的物 、使 った 用 具 、 証 拠 を消 す た め の 擬 装 工 作



などが記憶されている。その中から、手配書の手

口と最も類似性の高いものを探 し出 し、犯人の目

星をつけるのである。

研究者や技術者には複雑な計算がつきものだ。

そのためにどれだけムダな労力を費さねばな らな

かったかは計り知れない ものがあった。いまでは

研究者が電話をとりあげて、共同利用のコンピュ

ータを使 うことができる
。

'トレイサー社は、オースチン、ロックビル、サ

ンデ ィエゴの各地にある研究所の小型コンピュー

タを大型コンピュータと結んで、複雑な技術計算

を大型機で処理 し、それを送 り返すことをタイム

シェアリングでサービスしている。研究所のコン

ピュータでは処理できない計算は、大型計算機で

処理された うえ、結果だけが小型機で打ち出され

る。現在300人 の科学者や技術者が これを利用し

ており、契約額は200万 ドルに達 している。

弁護士や裁判官が必要な判例を探 し出すのは大

変な苦労である。ことにアメリカのように各州ご

とに法律が違 っているところでは尚更のことだ。

これを解決 したのがロー ・リサーチ社である。コ

ンピュータは100万 以上の判例を記憶 し、電話と

テ レタイプを組み合せた端末機(弁 護士の事務所

や自宅におかれている)か らの問い合 わ せ に 応

じ、たちどころに必要な判例を選び出してプ リン

トして くれる。

2.デ ー タ通信 の特徴

これまでにあげた事例でわかるように、データ

通信とは、基本的に2つ の特徴をもっている。そ

れは、①データまたは情報を特殊 な符 号(コ ー

ド)に 変換 し、②それを電子的な方法によって移

動、つ まり伝送すること、である。

言いかえれば、データ通信は、遠 くにあるコン

ピュータを利用 して、広範囲に散在する地点から

情報を収集 し、あるいは逆にそれらの地点へ情報

を伝'送する。ここにデータ通信の重要な役割 りが

生ずる。すなわち、データを収集する場所、処理

する場所、それを利用する場所がそれぞれ離れて

いるので、データ通信は、コンピュータと通信回

線を通じて全体の組織を結ぶわけである。これは

行政や企業経営に決定的な意味をもつ。しか もあ

る回答を求めている人が、すぐ利用でき、直ちに

答えを入手できるシステムとして、意志決定の迅

速化が期待されるのである。

'

■
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価 〕 デー タ通信 の効 用

`

、

1.国 防 とデー タ通 信

ア メ リ カの 防衛 は 、 コ ン ピ ュー タ と デ ー タ 通信

シス テ ムの組 み合 わ せ に 依 存 して い る。 そ の うち

と くに 重 要 な い くつ か の シ テ ス ムを み る とつ ぎ の

とお りで あ る。

①SAGE

米空軍の対空防衛司令部が運営 している半自動

地上迎撃システムSAGEは 、 カナ ダ と協力 し

て、滞空偵察機、洋上の監視船を含む数多 くの レ

ーダー基地を結んで、北米大陸の上空を警戒 して

いる。前哨地点から届け られる情報は、通信網を

通 って中央のコンビュータへ送 られる。コンピュ

ータはデータを処理 して、司令部の特殊なスクリ

ーンや レーダースコープに撮影される。国籍不明

の飛行物体がアメ リカ領空に接近 した り侵犯 した

りすれば、直ちに司令官に報告され、司令官は直

ちに必要な命令一迎撃機の出動、監視命令、場合

によっては ミサイルの始動命令までを発するので

ある。

信 回 線 を 通 って 中 央 コ ン ビュ ー タへ 送 られ 、直 ち

に フ ィル ムに 印 画 して 大 ス ク リー ンに カ ラー で連

続 撮 影 さ れ る。

③BMEWS－ 大畦間弾道弾早期警報システム

ア ラス カ、 グ リー ン ラ ン ドお よび イギ リスに お

かれ た長 距 離 レー ダ ーが 、 コ ロ ラ ド州 コ ロ ラ ドス

プ リン グ ス に あ る コ ン ビ ュー タへ 大 陸 間 弾 道 弾 と

人工 衛 星 の軌 道 に 関 す る デ ー タ を伝 送 す る。

④SPADATS－ 宇宙探知追尾システム

マサ チ ューセ ッツ州 ベ ッ ドフ ォー ドとコ ロ ラ ド

ス プ リング ス に あ る コ ン ピ ュー タが 、宇 宙 の軌 道

を 回 るあ らゆ る物 体 に つ い て 最 新 の 情報 を正 確 に

記 録 して い る。 レー ダ ー と光 学 的 追尾 装置 を備 え

た 地 上 局 は 、 通 信 回 線 を経 由 して コ ン ビ ュータ へ

観 察 記 録 を 送 信 、 コ ン ピ ュー タは 予 想軌 道 を計 算

し地 上 局 へ 返 送 す る。

⑤ 交換通信網

特殊通信網のほかに、陸海空軍は別の通信網を

もっている。全世界におかれている空軍基地152

か所で必要 とされる補給部品や資材250万 種の在

②SACCS－ 戦略空軍司令部制御システム 庫を管理 し
、何が、どこに、どの くらいあるか、

情報を戦略空軍司令部に集中 し、作戦の指示、 最小時間で最短距離 を補給するには・ どこに発注

命令を戦闘部隊に発する。各基地の戦 闘 準 備 体 すればよいかを判定するのも、コンピ ュータと通

制、爆撃機、 ミサイル、兵員配置等の情報は、通 信回線のネ ットワークである。

-3一



2.行 政機 関 の利用

① ニューヨーク市および州警察の情報交換シス

テム

アメリカ随一の人口を擁するニ ューヨーク市で

は、自動車の盗難も多い し、また交通違反 も飛び ②

ぬけて多い。さきごろ国際警察長官会議で明らか

にされたところでは、現在では犯罪の65～80%は

自動車が関係 しているとい う。警察 として、自動

車を早 く見つけることは犯罪解決の先決条件なの

である。

ニューヨーク市警察では、パ トロール中の警官

が、不審な 自動車のナンバーを電話で警察のコソ

ピューータに照合 して、返事があるまでに5秒 とか

か らない。コンピュータの中には、3万 台の盗難

車、8万 件の交通違反車について、ナンバー、自

動車の特徴、手配の理由など一切の資料が記憶 さ

れており、瞬時に必要な情報を探 し出して応答 し

て くれる。応答時間はコンピ ュー タ採用前に比

べ、比較にならぬほど早められた うえ、直接費用

だけで年間16,000ド ル(576万 円)の 節約ができ

た とい う。

ニューヨーク州警察でも同 じである。州警察の

コンビ=一 タは管下の134警 察署 と通信回線で結

ばれている。州警察からは毎日盗難 自動車ばか り

でな く、ひ き逃げ、家出人や、せ っ盗、強盗殺人犯

の手配など大量の情報が流される。その60%ま で

が複数の警察に共通 した情報であるために、その

連絡は非常に複雑で、従来、情報が殺到するとき

には整理に手間どって4時 間も手配がお くれるこ

ともまれではなかった。 コンピュータが採用され

一4『

てからは、発送地別、日付け別、時間別に整理 し

て自動的に情報が流される。このため情報の平均

伝達時間はそれまでの40分 から3分 に 短 縮 さ れ

た。管下警察からの問い合わせに対 しては、わず

か2秒 で答えが返 って来る。問い合わせの方式は

非常に簡単で、パ トロール中の警官でも自由に問

い合わせができるようにな っている。

トロン ト市の交通管制業務

カ ナ ダの トロ ン ト市 で は 、 コ ン ピ ュー タが 交 通

管 制 を行 な って い る。1日50万 台 の車 が 、 い ろ い

ろな 方 向に 流 れ て い るの を 、要 処 々 々 に備 え られ

た2,000個 の トラ フ ィ ック ・デ テ ク タ ー(交 通監

視 装 置)が その 状 況 を通 信 回線 を 通 じて コ ン ピ ュ

ー タに 刻 々 と通 知 す る。 コ ン ピ ュー タ は車 の流 れ

を判 断 して 市 内1,000基 の シ グ ナ ル を 自動 的 に点

滅 させ て これ を 規 制 す るの で あ る。 交 通事 故 な ど

異 常 事 態 が 発 生 した と きは 、 コ ン ピ ュー タは直 ち

に 警 察 に 連 絡 す る し、 消 防 車 や パ トカ ーが 通 る と

きは 、 監 視 装置 が そ れ を 認 識 し、 コ ン ピ ュー タ は

その 進 行 方 向 に あ った 信 号 を点 灯 して 、他 の車 を

とめ る こ と もで き る。

この シス テ ムが採 用 され て か ら、朝 夕 の ラ ッシ

ュ時 に おい て も、車 の 遅 れ は25%減 少 し、 一方 、

交 通 許 容 量 は20%増 大 した とい う。

③ 労働省の広域職業紹介業務

仕事を探 している人は、全国どこの職業安定所

へ行 っても自分の希望する条件に合った求人があ

るかどうかすぐわかるのがわが国の労働省の広域

職業紹介である。北海道の人が東京の職場を探 し

ているときでも、自分の住んでいる土地の職業安

定所へ行けばよい。希望条件、希望職種、希望地

`
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域に合 った求人が探 し出され、居ながらにして職

をみつけることができる。条件に ピッタリ合わな

い場合には、それに近いものが探 し出される。

労働省のコンピュータには、すべての求人申 し

込み条件が記憶されている。これを利用 して、失

業保険の給付状況 も直ちに調べ られ る。 給付額

が、地域別、月別にどれ くらいあるか、統計資料

が提供されるほか、給付対象者を記憶させること

によって失業保険の二重取りその他の不正受給老

を直ちに発見することさえできる。

④ 気象庁の気象予報システム

全国の気象台、測候所、気象観測点(総 計2500

か所)か らの気象データは、時々刻々気象庁のコ

ンピュータに送 りこまれる。コンピュータは これ

を自動的に整理 して、各気象台に送 りかえすとと

もに、 この気象データを解析して、3時 間ごとの

気象現況図、24時 間後と36時間後の予想天気図を

自動的に描き出す。その所要時間はわずかに数分

間である。

これによって天気予報の正確化が期待され ると

ともに、気象関係職員の定員が相当削減される予

想がたて られてい る。

る。、

この た め 、1万 に 及 ぶ 駅 と事 務 所 は 、 す べ て 通

信 線 が 張 りめ ぐらさ れ 、 各 駅 の 検 査 係 りが 車 輌 の

位 置 を記 録 し、30ヵ 所 の セ ン タ ー を へ て 中 央 の コ

ン ピュ ー タに集 め られ 、 直 ち に車 輌 位 置 表 が 作 ら

れ る。 配 車 係 りは これ を見 な が ら1日55,000Whの

空 車 と、]25,000輌 の貨 車 に 新 しい 目的 地 を指 示

す るが 、 コ ン ピ ュー タ は 数学 モ デ ル を使 って どの

貨 車 が ど こへ 行 けば よい か の 最 適 条 件 を求 め て 配

車 係 りに 知 らせ る の で あ る。

3.企 業経営合理化への利用

① 経常費の削減

ウエスチングハウス電機会社は、重電機、原子

力機器、電動機器、家庭用電気機器などの総合メ

ーカーで、米国およびカナダの100市 に散在する

300か 所の支店 ・営業所は、 ピッツバーグのテ レ

コンピューティング ・センターと結ばれている。

支店あるいは営業所で注文をうけると、情報は直

ちにテ レコンピューテ ィング ・センターに送 られ

る。コンピュータは即時に注文主に一番近い倉庫

とその在庫量を調べ、直ちに発送を手配すると同

⑤ フランス国有鉄道の総合システム 時
にその補充を指示する。 この シ ス テムによっ

フランス国鉄の路線は全長21,000マ イル、 フラ て、配達時間は大幅に短縮され、顧客に対するサ

ンス国内はもちろんヨーロッパ中に網の目を広げ 一ビスは著 しく向上したと同時に、在庫量は従来

ている。乗客数は年間3億5千 万人、走行距離2の35%に 削減することができた。その結果、それ

億7,500万 マイル、従業員35万 人という世界でも まで全国26か所におかれていた倉庫は19か 所に減

有数の規模をもっている。車輌数は35万 輔、その らされ、しかもそのうちの3倉 庫はスペースを半

うち貨車が30万 輌を占めるが、それらの車輌が現 分にすることができた。 これによって在庫 として

在 どこにいるのか、貨物の状況は どうな っている 眠 っていた投資額は激減 し、資本 回転率も、少 く

かを把握 して配車を指令するのは大変な仕事であ も5日 間短縮されて効率を著 しく増すことができ
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た。 日岡は必要 とされていた。オフィスの中で、書類

が営業担当者、冶金の専門家、工程管理のスケジ

② 能率の向上
ユール作成者とわた り歩 く時間が最大のネックと

米国第2の 製鉄会社ベス レヘム・スチールの場 な っていた。

合は、企業規模が大 きいだけに、効率的な事務の 合理化された組織によれば、注文は

とり方に心を くだいている。鉄鋼に対する需要の イ.見 込生産で、あるていどの在庫のあるもの

うち、大口の第1は 何 とい って も自動車工業であ ロ.周 期的な生産昂

り、 生産量の25%が 自動車にふ りむけ られてい ハ.原 板、薄板などの圧延製品

る。1975年 度の自動車生産台数は1,000万 台に達 に分けられ、ベル トコンベアで営業担当、生産計

するものとみられているので、自動車工業の動向 画担当、冶金担当者に届けられ ると同時にコンビ

が鉄鋼業界に与える影響は極めて大きい。一方、 ユータに入れられる。 各工場 に は端末機がおか

自動車業界における生産合理化の傾向は著 しく、 れ、生産計画、そのこの設計変更や完全な決裁条

コンピューターの導入によって、ほとんど原材料 件、指定積荷方式などが リアルタイムで処理され

の在庫を持たず、必要なときに、必要な資材を、 て伝えられている。

必要な量だけ配達 して もらうとい う仕組みを考え これにより、受注より生産指令までの期間は5

だ した。鉄鋼会社 としても当然 これに対応 した方 分の1に 短縮され、生産計画もスムーズに進めら

策をとらなければ競争に落伍することになる。 れている。

このように・需要者側ができるだけ資材の手持 自動車製造のT工 業では、製造ラインの各部署

ちを少な くしようとし・ ヘデータ通信網を利用 して作業命令を伝達 してい

a・ 短かい リー ドタイムしかおかぬ発注をする。 る。このシステムに よれ ば、 最終組立てライン

b・ 契約の設定や納期などに対 し、細かい条件 ま と、 これに部品を供給するトラ ン スファ・ライ

で即答を要求する。 ンの各部署で、自動車が移動 して行 くときに、ど

c・ 注文の変更を希望 したり・工程の進捗状況な の車に何を取 り付ければよいかを明示できる。製

どについて も・詳 しい情報を要求するとい う傾 造 ラインの最初の部署で、注文どおりの車体の原

向がつよくな った。 型を選別する。それからの各部署では、タイヤの

ベスレヘム ・スチール社は、これに対応するた 型、色彩、車内の部品、取付けるラジオの種類な

め、注文をうけてから工場へ生産指令を流すまで どを指令される。注文に適合する部品は、必要に

の事務組織を合理化することに踏みきった。 応 じて トランスファ・ラインから受けとるので、

注文は、各地の営業所から郵便、テレタイプ、 最終組立て ラインの各部署に材料を山積みする必

電話などで本社の営業部門(17ヵ 所)に 届けられ 要はない。顧客の特殊の好みにマッチ した完成車

る。この注文に対 し、 ドレッシングと称する肉付 を、あらゆる販売業者からうけた注文どお りに調

'けが行なわれてから
、生産指令書とな って各工場 塾 しながら、流れ作業方式で製造することができ

へ流 されるまで、書類の処理には早 くて も4～5る 。 これによってあげられた能率の向上は、はか
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り知れない ものがあるわけだ。

③ 管理業務の改善

在庫管理が企業経営の合理化に重大なポイン ト

を もつ ことは論をまたない。

米国東部海岸地方に80か所の工場 と営業所を持

つ大手繊維会社JPス テ ィブンス社は時々刻々の

生産量、販売量、出庫量がコンピュータに報告さ

れて くる。報告は1か 月とか1週 間あるいは1日

の単位ではな く、正 しく分単位で行なわれ る。取

扱い品 目は1万 種におよぶが、各営業所ではいつ

も正確な在庫状況および生産状況に基いて、色、

布地、品質、価格などに対する客先の注文に応ずる

ことができる。顧客からの緊急な注文や、スタイ

ルの変更があ った場合で も、その連絡は通信回線

を通じて直ちに工場に連絡されるので、サービス

の向上に も大きく貢献 している。

ミシガン州ロチエスターにある世界有数の ドリ

ル製造会社ナシ 。ナル ・ツイス ト・ドリル ・アン

ド・ツール社では、電話やテレタイプで注文され

るいろいろな種類の ドリルが、すべてコンピュー

タに入れられる。コンピュータは各種 ドリルの現

在の在庫量、受注状況とひきくらべて、新 しい注

文が全 く新 しい設計の ものか標準晶の一部改造を

必要 とするものか、あるいは全 く標準晶なのかを

判定 し、生産の優先順位をつ け て 工場へ指示す

る。この問い合わせば1日 平均1,000回 、ピーク

時には1時 間150回 に及び、それに対する回答は

1.5秒 で行なわれる。 このように受注から納品ま

でを迅速に処理することによって、同社は業界に

重きを占めているのである。

ヨーロッパにおいて も、西 ドイツのカルシュタ

ット百貨店ではエッセンの本社と110ヵ 所のチェ

ー7一

一ンス トアを通信回線で結び、在庫、販売、仕入

れを一元的に管理 しているし、 フィンラン ド最大

の商事会社ケスコ ・オイ社では、ヘルシンキの本

社と国内23ヵ所の支店を回線でつなぎ、1日3万

件の問い合わせに応 じて商品を動かして受注して

から販売するまでの時間短縮と効率化に効果をあ

げている。

④ 顧客サービスの向上

銀行の預金オンライン処理を最 も早 く実施 した

バワリー貯蓄銀行では、現在1日12時 間(午 前8

時～午後8時)約80万 口座の預金業務を処理 して

いる。

顧客が窓口にあらわれて入金伝票と通帳および

現金を差 し出す。入金伝票の内容が中央のコンピ

ュータに伝えられると、コンピュータ内の顧客の

台帳が更新され、利息 も計算されて通帳に預金残

高が打ち出される。

このオンライン処理によって、処理時間は1件 当

り平均10～20秒 に短縮され、従来の手作業に くら

べサービスは大幅に改善 された。全国どこの支店

からで も預金でき、通帳の記載について も、利子

のつけ落 し、残高の誤 りなどの ミスが完全にな く

な った。いまでは、このシステムはアメリカのみ

ならずわが国で も広 く行なわれている。

ウォール街最大の証券会社ベイチエ社では米国

内だけでな くカナダ、メキシコにある各支店およ

び、イギ リス、オランダ、フランス、 ドイツ、イ

タリア、スペイン、ホンコン、スイス、 レバノン

の各営業所を通信回線で直結 し、取引業務をリア

ルタイムで処理することでサービスしている。

世界の各地から取引の申し入れがあれば、直ち

に処理 してその結果を送 り返すのは もちろん、二



ユーヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所に

おける社債、株式、商品などの取引勘定、相場の

気配のほか、海外取次店 との諸取引、調査情報、

企業情報など、あらゆるデータを交換している。

これらの情報は、問い合わせてから1分 以内に

顧客に提供することができる。処理時間は大幅に

短縮された。

カンサスシテ.イ保険会社は、全国各地におかれ

た事業所や代理店にすべてビデオ ・デ ィスプ レイ

装置を設けている。契約者は端末機を利用して通

信線を通 じ契約書を本社のコンピュータに送る。

その結果は直ちに送 りかえされてビデオデ ィスプ

レイに写 し出される。契約者は数千マイル離れた

遠隔地からも居ながらに して諸手続 きを完了、し

かもそれらの手続 きが超高速で処理されるのであ

る。

⑤ 計画 ・予測業務の改善

ロッキー ド社は航空機をはじめ、 ミサイルや宇

宙関係機器を生産 しているが、技術進歩が目まぐ

るしいこの分野では、生産途中の設計変更が極め

て多い。一方納期は厳重に守 らなけれ ば な らな

い。 この難問を解決するためにとられたシステム

が同社のインターロックである。

同社の工場では、工員が部品を出庫 したり加工

した りする場合、各部署の担当者は必ず工場内に

配置された端末機から、自分の番号、製作命令書

番号、工程番号などを中央のコンピュータに送 り

こむ。コンピュータには、工場内で行なわれてい

るあらゆる加工、組立に関する数万におよぶ命令

書の内容が記憶されてお り、さらに製品が完成 し

て出荷されるまでの部品、資材な どの移動状況や

加工状況がすべて入 っている。これによってコン

ピュータは、その部品はどこにあるか、誰が加工

しているか、進行状況は どうか、コス トは どの程

度にな っているか、納期 までに間に合 うのかなど

全体の動 きを把握 して、管理者に必要事項を報告

する。管理者はいつでも設計変更や仕様の変更に

対応すると同時に、正確なコス ト分析、機械およ

び要員の負担状況、納期に対する進行状況を知 る

ことができる。

コンピュータはさらに、部品、資材および工具

の在庫管理を行ないながら自動的に発注業務をも

処理するのである。

⑥ 意志決定を容易にする

ユナイテ ッド航空では、他の航空会 社 と同 じ

く、全国各地に配置されている営業所と中央コン

ピュータの間で、座席予約や貨物の荷送 り状を即

時に処理するほかに、来客名簿、飛行計画、乗務

員スケジューリング、乗務員に対する気象情報な

どもデータ通信を通 じて行なわれている。気象条

件が変れば航路変更のメッセージが発せられ、安

全性と同時に経済性の高い飛行を行なわせる。

また運賃料金、航空機部品在庫管理など毎 日の

管理資料 も同時に作 られて、毎朝8時 に前 日の報

告が集められる。10時 には17名 の重役が出席 し、

10分間の会議が開かれ、当日と前 日のサービスの

比較検討、例外事項の審査 と処理を能率よ く行な

う1のである。

⑦ キヤツシユレス時代へめ誘い

小 さな 食 料 品 店 で 、 閉店 後 の店 内 を主 人 が 手 押

し車 に加 算 機 と テ ープ レコ ー ダを のせ て歩 い てい

る。 この 加 算 機 に商 品 の残 高 を打 ち こむ と、 それ

が テ ープ レコ ー ダに記 録 され る。 それ か ら主 人 は

電 話 で コ ン ピ ュー タ ・セ ン タ ー を呼 び 出 し、 録 音
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したテープの内容を電話機を通じてコンピュータ

に送りこむ。コンピュータにはその店のファイル

が入っていて、送 られて来た数字を照合し商品の

不足分を計算 し、答えを食料品問屋の倉庫におか

れたタイプライタに送 り出す。 これ らはすべて自

動的に行なわれる。倉庫には トラックが待機 して

お り、運転手はタイプライタの数字どおりに荷物

を積みこみ、翌朝までに食料品店に届ける。(N

HK-TV「 世界の企業」から)

食料品店では面到な記帳 も計算 もいらな くな る

し、注文伝票もきる必要はない。さらに問屋のコ

ンピュータは、通信線で銀行のコンピュータとつ

ながれているので、取引の決済は電気信号のや り

とりだけで終了する。このように代金の決済が現

金ではな くて べ情報ミで行なわれることは、経済

社会の大きな変革であるといい うる。 「すべての

取引が電気通信号の交換によってなされるように

な った とき、そこで流通するものは、これ までの

経済学にはなか った全 く新 しい ミ何かミである」

一マハループ ・プ リンス トン大学教授一。
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〔皿〕 わが国通信 回線利用 の現況

1.コ ン ピュー タの 普及 と利用 の

高 度化

わが国にコンピュータが導入され て か ら十余

年、コンピュータは急速に普及し、設置台数はア

メリカ、西 ドイツについで世界第3位 を誇 ってい

る。そして利用方法も著 しく高度化する方向をた

どりつつあり、中にはアメリカに劣 らぬ高度利用

を実現 しているユーザーも少 くはない。たとえば

国鉄の ミみどりの窓口ミにみる座席予約 と切符の

販売である。

全国で国鉄の駅は5,000、 交通公社の営業所は

700で あるが、 このうち乗降客の多い主要駅およ

び扱い客の多い交通公社の営業所に総計852の 端

末装置がおかれ、現在35万 座席の予約と切符の販

売が同時に行なわれている。

座席の予約は数秒で行なわれ、また客の希望す

る指定列車の指定座席が、すでに予約されている

か どうかも直ちに応答することができる。客の希

望にピッタリ合わな くても、それに近い座席 も応

答でき、前後列車の代案や取り消しにも正 しく応

じられる。予約は3週 間前から応 ず る こ とがで

き、乗 り継ぎ もワンタッチで処理することができ

る。近 く追加されるシステムが稼動すれば、指定

席列車1,000本(1日15万 座席)、 急行列車600本

普通列車5,000本 の座席を、何れ も5か 月前か ら

予約することができるようにな る。

国鉄では、このほかに地域間の急行貨物システ

ムを実施 している。これは貨物輸送を能率化する

ために、貨物の集荷状況と目的地を中央に集中的

に記録し、これに応 じた 貨車の配分を最適化 し

て、貨車を早 く目的地に送るシステムである。機

関車の索引能力、貨物駅の引込線の長さと、停車

時間内に何輌連結 した り切 り離 した りできるかま

でを考慮 して、荷主からの申込みを受付けられる

か否かを瞬時に判断 し、輸送計画をたてている。

F銀 行では200支 店にテレタ イ プ 通信網を張

り、コンピュータを利用したオンラインの預金業

務を行なっている。200万 の口座はすべてコンピ

ュータに記憶され、自動的に個人台帳の更新、利

息計算、積立預金や定期預金の決算 を行な う。こ

のよ うな預金業務のオンライン化は13行 におよん

でいる。

為替交換業務のオンライン処理を行な っている

ものも19行にのぼる。従来為替の決済は、電報や

郵便に頼 っていたため、電報で2～3時 間、郵便

では2～3日 を要 していたが、コンピュータと通

信回線の利用によって30秒 以内で処理できるよう

にな った。とくに地方銀行協会では、加盟62行 の

問で共同の為替交換システムを開発、地域的多角

決済の急増を解消、1日19万 件の為替を処理 して

いる。

このほかK製 鉄の本社一10営 業所一8工 場を結
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んだオンラインの営業情報システム、T自 動車販

売、N自 動車の販売 ・在庫管理システム、証券会

社の総合オンライン ・システム、1重 工の技術計

算 システム、Kツ ーリス トの旅行案内システムな

どは、何れ も本場アメリカにひけをとらぬ もので

あるといえる。

しかしながら、アメリカと日本のコンピュータ

利用を くらべてみて重要な相違があることは、こ

こ数年来アメリカに派遣 された調査団がひとしく

報告しているところである。一例をあげれば、アメ

リカでは簡単に電話を利用 して遠 くにあるコンピ

ュータを共同利用 しているのに、わが国では全 く

そのような使い方が見られない。アメリカでは、

コンピュータと通信回線を利用 した、 い わ ゆ る

「情報産業」が急速に発展する状勢を示 している

のに、わが国では未だれい明期を脱することすら

できない状態である。情報化時代はわが国には未

だ遠いところにある。

その理由は、わが国の法制に問題が あ るか ら

だ。わが国の通信回線利用についての法律が、コ

ンピュータの普及以前の ものであるために、運用

上さまざまな障害を生み、コンピュータの効率的

利用を阻んでいるのである。

以下その実態を例示 しなが ら問題点をあげて行

こう。

2,わ が国の通信回線利用 に関する

問題点

① 電話交換回線はコンピュータに結べない

あ る外 国 の コ ン ピ ュー タ ・メ ー カ ーが 、 日本 市

場 へ の 進 出 を も くろ ん で 、 自社 コ ン ピ ュー タの デ

モンス トレーシ 。ンを計画 した。同社はタイムシ

ェア リングに自信をもっていたので、電話線を使

って遠方にある大型 コンピュータと、会場の端末

機を結んだ便利さを誇示 しようと試み た の で あ

る。アメ リカでは電話線とコンピュータの接続は

常識であるから、わが国で も当然すぐ許されるも

のと思い こんでいたところ、これが全然許されな

いと聞かされて呆然 したとい う。外国の人には全

く信 じられないことのようだが、わが国では電話

回線とコンピュータの接続は問題にされないので

ある。

とい うのは、わが国の公衆電気通信事業は日本

電信電話公社(国 内通信)と 国際電信 電 話 会 社

(国際通信)だ けが営むことを許されており、法

律によって保護 されているが、その電々公社が電

話交換回線とコンピュータを結ぶ ことを許さない

からである。電々公社が 「公衆電気通信設備」と

して接続を認めているものは、④電話、◎有線放

送接続電話、◎加入電信 の3つ であってコンピ

ュータは含まれていない。

コンピュータが未だ導入されない時代に作 られ

た公衆電気通信法であるか ら、それも当然のこと

と思われるが、コンピュータが世界第3位 といわ

れるほど普及し、諸外国でこれほど効果のある実

例を見せられていて も、電々公社はガンコにコン

ピュータとの接続を認めようとは しな い の で あ

る。

わが国における1,000万 台におよぶ電話機は、

ただ人間の声を伝えるためだけに使われ、それ以

上の効率的な使い方、情報化時代の尖兵としての

役割 りは全 く果されていないのである。 ・

もし電話交換回線を利用することができれば、

つぎのような効果が確実に予想される。
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④ 電話回線網は、全国に張りめぐらされている

ので、電話機のあるところなら何処からで もコ

ンピュータを利用することができる。これによ

って、辺ぴな山奥からで も、コンピュータのデ

ータ・バ ンクを媒介 としてわが国一流の名医の

診断が うけられるよ うに もなるし、遠 く離れた

場所か ら一流大学教授の指導を受けることがで

きるようにな り、文化の向上に飛躍的な貢献を

することができるのである。

◎ この場合のコンピュータ利用は、当然 タイム

・シェア リング方式(1台 のコンビ=一 タを多

くの人が共同利用する方式)が とられ るので、

コンピュータの利用効率が遙かに高められる。

◎ .利用者は1台 の端末機(電 話機)で 、どこの

計算センター(情 報処理サービス)や データ・

バ ンク(情 報提供サービス)で も必要に応 じて

呼び出し、利用することができる。

㊥ しか もその場合、伝送時間が短かいので、利

用者の負担する通信回線 コス トは、専用線に比

べて遙かに経済的である。

㊥ 人間の声だけの伝送では、人間が起 きている

時間だけに限 られるから、深夜は電話設備が遊

休化するが、データ伝送はコンピュータ同士の

通信であるか ら、料金の安い深夜を利用するこ

とができ、利用者にも便利であると同時に、い

ままでの遊休設備が活用されて収入がふえるの

で、電々公社側にも有利である。

したがって、もし電話交換回線とコンピュータ

を接続することが許されれば、わが国の情報産業

が爆発的に伸長することは明らかであろ うし、ユ

ーザー側 もそれを希望 しているのだが、電々公社

では

① もしこれを許せば電話線がデータ通信に占領

されて、一般の電話に障害が起る

② 電話線の品質が未だ十分でないか ら、データ

を送 った ときに誤字があらわれて役に立たない

とい う理由をあげて反対 している。

しか し、一般電話への影響については、対策さ

え講ずれば防げる問題であるし、誤字の問題は、

コンピュータや端末機に備えられた 「誤 り制御機

能」で十分カバーできる筈 と専門家は い って い

る。

② 専用線利用上の問題点

電話交換回線が使えない以上、わが国でコンピ

ュータを利用してデータ通信をする場合には、専

用回線を使わざるを得ない。N自 動車会社では、

下請け協力工場350社 のうち加工部門の専門メー

カー-95社と結んで、共同処理センターを設け、各

下請け業者の在庫量、受注状況を把握するほか、

会計事務の合理化やコンピュータを媒介 として経

営情報の交換を行な うことによって企業経営の合

理化を推進 しようとする大構想をたてた。ところ

がこれは実現できない ままに中途半端な形 とな っ

ている。その理由は、 「同じ企業の本支店間はい

くら専用線をひいてもよいが、主体の異な った企

業の間に、共同で利用する専用線を引 くことは特

別の場合以外に許されない」とい う規定があるか

らなのである。その理由は、その専用線を利用し

て、料金をとって通信サービスを行なう不心得者

がいるか も知れぬとい うことにある。

M銀 行 とH相 互銀行の業務提携の場合などさら

に極端である。両銀行とも、預金のオンライン業

務を行なっている。そしてどちらも同じコンピュ

ータを使 っている。このコンピュータを共同専用

線で結ぶことができた ら、 両 方 の 銀行の預金者
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は、どちらの銀行の窓、口に行 って も自由に預金の

出し入れができる。銀行の方は午後3時 に門を閉め

るが、相互銀行の方は午後8時 まで開いて い るか

ら、その点で も非常に便利である。こんな ことか

ら考えられた業務提携であったが、これまた 「異

った企業」 とい うことで共同専用線をひ くことは

許されなかった。やむを得ずM銀 行はH相 互の支

店内に出張所をおき、H相 互はM銀 行の支店内に

出張所をおくとい う面到なことを した うえ、送 ら

れたデータは部屋の仕切 りを通 して手渡 しして、

それぞれ端末機から自行のコンピュータに入れる

とい う手間をかけている。

Kツ ー リス トの場合 も、親会社のK電 鉄と同じ

コンビ=一一タ室に、同じ機種を2台 並べていなが

ら、その両コンピュータを結ぶ ことすらできない

状態で、全 く別々のシステムをとらざるを得ない

実状である。これを結ぶ ことができれば、人員も

節約できるだけでな く故障時のバ ックア ップや、

業務の交流などどれほ ど効果があがるかわからな

い。

(注1)公 衆電気通信法第57条

専用契約を公社と締結できるものは、1の 専

用契約につき1人 に限る。

(注2)公 衆電気通信法第64条

専用者は業としてその専用設備を用いて他人

の通信を媒介し、その他その専用設備を他人の

通信の用に供してはならない。

ところが例外として、共同専用が許される場合

がある。④国の機関または地方公共団体◎共同 し

て同一の業務を行な う2人 以上のもの◎業務上密

接な関係のあるもの、の3つ である。

しか し、国や地方公共団体、共同経営者は別と

して、 「業務上密接な関係のあるもの」について

の解釈 も極めて狭 く

A親 子会社のように資本的に密接な関係があ

り、 しかも仕事の上で委託、専属契約の関係

のあるもの(例 えば国鉄 と交通公社、電鉄 と

子会社の観光会社で乗車券の販売を委託 して

いる場合)

B委 託、専属契約があって、相互に依存度が

高い もの(例 えばホテルと専属 タ ク シ ー会

社、報道機関のニ ュース提携など)

に限られており、その他は認められない。

しか も共同専用が許されたとして も、その料金

は、3人 の場合は通常料金の3割 増 し、3人 以上

の場合は5割 増 し(警 察、消防、新聞、通信、放

送関係は市外のみ1増 割)と な る。さらに現在の

慣行では、異 った会社間を1回 線だけで結んだ場

合で も、付加料金はその1回 線にかかるのではな

くて、以前か ら各々の会社が自社の本支店間を結

んでいた専用回線全部にかか って くる。例えば、

A社 が200回 線、B社 が100回 線の専用線をそれ

ぞれ持 っていたとする。このA、B両 社の間を1

回線の共同専用線で結んだとすると、その料金は

301回 線分全部が割増 しになるのである。これで

は採算性を最重点に考える私企業が利用できる筈

がない。 したがっていままでは、利用 した くても

申請する者がなかったわけである。

③ 回線料金の問題

いち早 く自社のオンライン ・システムを完成 し

た全国的規模の支店網をもつF銀 行では57の 地方

支店を結ぶ専用回線料金が、月額で実に3,000万

円に及ぶ。 つまり一地方支店平均が50万 円にな

る。回線料だけでこれだけかかるとなれば、この

一13一
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専 用 料 金 の 国 際 比 較

1.市 内専用 料金 の比 較(1,200b/s)

(月額)

-

与

1

日 本

ア メ リ カ

陽;元 ルニア')

!f ギ リ ス

フ ラ ン ス

西 ド イ ツ

1 粁

料 額 指数

800円

1,400円

3,168円

10,501円

1,475円

100

(100)

180

(219)

396

(148)

1,313

184

2 粁

料 額 指数

1,600円

2,160円

4,896円

12,834円

2,951円

100

(100)

135

(212)

306

(152)

802

184

3 粁

料 釧 撒

2,400円

2,880円

7,200円

15,168円

4,426円

100

(100)

120

(206)

300

(159)

632

184

4 粁

料 ⇒ 指数

3,200円

3,600円

8,352円

17,501円

5,902円

100

(100)

113

(200)

261

(158)

547

184

5 粁

料 額

4,000円

5,040円

10,656円

19,835円

7,377円

指数

100

(100)

126

(199)

266

(164)

496

184

備 考

モ デ ム使 用 料

13,000円

モ デ ム使 用 料

28,800円

モ デ ム使 用 料

17,280円

(注)1.

2.

3.

4.

アメリカでは上記の専用料 の他に10%程 度 の税金 が徴 収され る。

アメリカにおいては市 内専用 の場 合に も回線の品質を確i保するため回線補 償を要 するこ とがあ る。(回 線補 償料:月 額5,760円)

指数欄の()内 はモデ ムの料金 を含 めた場 合の指数であ る。

ドル=360円 、1ポ ン ド=864円 、1フ ラン=64.82円 、1マ ルク:=98.36円 で円換算 を行なっ た。(以 下同 じ)
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2.市 外専用 料金 の比 較

(1)50b/s

(月額)

回線距離

国 名 ＼

50粁 100粁 200粁 300粁 500粁

備 考
料 額 指数 料 川 指数 料 額 指数 料 剰 撒 料 剰 指数

日 本 25,800円

100

(100)

45,800円

100

(100)

85,800円

100

(100)
119,800円

100

(100)
179,800円

100

(100)

ア

メ

リ

カ

州際(ATT) 37,541円
146

(201)
54,727円

119

(151)

84,942円

99

(116)
109,391円

91

(103)

147,423円
82

(90)

モ デ ム使 用 料

14,400円

州 内(カ リフォ ル

ニ ア ・ゼ ネ ラル)
44,352円 172 68,112円 149 104,940円 122 142,362円 119 216,612円 120

イ ギ リ ス 29,520円 114 31,680円 69 34,560円 40 37,440円 31 43,200円 24

フ ラ ン ス 46,865円 182 56,588円 124 76,034円 89 95,480円 80 134,372円 75

西 ド イ ツ 29,508円 114・ 59,016円 129 118,032円 138 177,048円 148 295,080円 164

(注)1.ア メリカでは上記 の専 用料 の他に10%程 度の税金が徴収 され る。

2.指 数欄の()内 は モデムの料金 を含 めた場 合の指数であ る。



(2)200b/s

(月額)

ー

↑
や

ー

、

回線距離

国 名

50粁 100粁 200粁 300粁 500粁

備 考

料 額 い 旨数 料 額1指 数 料 ∋ 撒 料 川 指数 料 ⇒ 指数

日 本 69,100円

100

(100)

98,600円
100

(100)

157,600円
100

(100)

207,600円

100

(100)

295,600円

100

(100)

モ デ ム使 用 料

12,000円

ア

メ

リ

カ

州 際(ATT)

-150b/sの 場 合一
46,930円

68

(76)

68,413円
69

(75)
106,181円

67

(71)
136,742円

66

(69)

184,282円

62

(65)

モ デ ム使 用 料

14,400円

州 内(カ リフォ ル
ニ ア ・ゼ ネ ラル)
-150b/sの 場 合一

55,440円 80 85,140円 86 131,175円 83 177,953円 86 270,765円 92

イ ギ リ ス 51,840円

75

(83)

77,040円

78

(83)

120,240円

76

(80)

163,440円

79

(81)

235,440円

80

(81)

モ デ ム使 用 料

15,120円

フ ラ ン ス 46,865円 68 61,449円 62 90,618円 57 119,787円 58 178,125円 60

西 ド イ ツ
C1,967円

90 120,983円 123 239,015円 152 357,047円 172 593,111円 201

(注)1.ア メ リカでは上記の専用料の他に10%程 度 の税金が徴収 され る。

2.指 数欄の()内 はモデ ムの料金を含めた場合の指数 であ る。
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(3)1,200b/s

(月額)

回線距離

国 名

50粁 100粁 200粁 300粁 500粁

備 考

料 ∋ 撒 料 額 指数 禅 譲 指数 料 ⇒ 指数 料 川 撒

日 本 150,600円

100

(100)
215,600円

100

(100)

345,600円

100

(100)

457,600円

100

(100)

657,600円

100

(100)

モ デ ム使 用 料

13,000円

ア

メ

リ

カ

州際(ATT) 49,021円

33

(45)
74,801円

35

(44)
120,420円

35

(41)
157,842円

34

(39)
220,865円

34

(37)

モ デ ム使 用 料

25,380円

州 内(カ リフォ ル

ニ ア ・ゼ ネ ラル)
69,293円

46

(62)

114,100円

53

(64)

203,715円

59

(66)

294,775円

64

(70)

475,450円

72

(76)

モ デ ム使 用料

32,760円

イ ギ リ ス 51,840円

34

(42)

77,040円

36

(41)

120,240円

35

(38)
163,440円

36

(38)

235,440円
36

(38)

モ デ ム使 用料

17,280円

フ ラ ン ス 93,730円 62 132,622円 62 210,406円 61 288,190円 63 385,420円 59

西 ド イ ツ 101,311円 67 216,146円 605 472,866円 137 729,585円 159 1,243,025円 189

、

(注)1.ア メ リカでは上 記の専 用料 の他に10%程 度の税金が徴収 され る。

2.指 数欄 の()内 はモデ ムの料金を含めた場合の指数 である。
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(4)2,400b/s

(月額)

回距線離

国 名

50粁 100粁 200粁 300粁 500粁

備 考

料 額 指数 料 額 指数 料 額 指数 料 額 指数 料 額 指数

日 本 200,600円

100

(100)

285,600円

100

(100)

455,600円

100

(100)

601,600円

100

(100)

861,600円

100

(100)

モ デ ム使 用 料

21,200円

ア

メ

リ

カ

州際(ATT) 59,101円

29

(50)
84,881円

30

(45)
130,500円

29.

(38)

167,922円

28

(35)

230,945円

27

(32)

モ デ ム使 用料

51,840円

州 内(カ リフォ ル

ニ ア ・ゼ ネ ラル)

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

イ ギ リ ス 54,720円

27

(38)

84,960円

30

(37)

133,200円

29

(34)

176,400円

29

(33)

248,400円

29

(31)

モ デ ム使 用 料

28,800円

フ ラ ン ス 103,103円 51 149,773円 52 243,114円 53 336,455円 56 453,131円 53

西 ド イ ツ
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

(注)1.ア メ リカでは上記の使用料の他に10%程 度 の税金が 徴収 され る。

2.指 数欄の()内 はモ デムの料金 を含め た場合 の指数 である。

一ーー ーー一」



ひ とつだけを見る限 り、預金扱い高、節約された

人件費 との割 り合いで、果 してオンライン ・シス

テムをとったことが経営上よかったかどうか首を

か しげることもあるとい う。それだけ回線料金が

高いとい うことなのである。諸外国と比較すると

その比率がよくわかる。(前 図参照)

同じオンライン・システムの場合で も、K信 用

金庫のように、市内の支店だけを結んだ場合(一

番遠いところでも42キロ)に は採算 が と りやす

い。わが国の場合は、市内料金は割合い安 く、市

外料金が著 しく高 くなるからだ。

T自 動車販売会社では、自社で売 った車の車種

は もちろん、どのような部品をつけたか、オーナ

ーの好みは何かなどについて、詳細なファイ リン

グ ・システムをとっている。しかし現在は これを

すべて人手でやっている。コンピュータで、オン

ラインでやれば便利なことはわかって い るの だ

が、回線料金が高いので、い まのところ引きあわな

いのである。このほか、ある農協でオンライン計

画をたてたところ、経費を計算 してみたら、1年

間の回線料で大型コンピュータが1セ ット買える

ことがわかってとりやめとな った例 もあるし、年

間回線料金の10倍近い債券を初期段階で買わねば

ならな くて足踏み しているところ もある。

④ 端末機認定の非能率

D社 は大型の外国機を使 ってオンライン業務を

行な っている。 したが って端末機も外国製のもの

が一番マッチしているのだが、麗々公社は、外国

製端末機の使用を許さない。なぜな らば、その外

国製端末機には誤字を防 ぐチ ェック回路をもって

いないから、データ伝送の途中で誤字が生じたと

きに、その原因が通信回線のせいなのか、端末機

のためなのか責任の所在がは っきりわか らないか

らダメだとい うのである。このために、もし外国

製端末機をどうして も使いたいときには、電々公

社が認めるチェック回路をつけ加えて改造 しなけ

ればな らない。そのために1台50万 円の端末機が

改造費を加え150万 円もかか ることになって到底

採算にはあわないのである。D社 では、多少の誤

字が生 じても安い端末機を使いたいといっている

が、これは許されない。

このように、通信回線を接続する端末機はすべ

て電々公社の認定が必要とされている(公 衆電気

通信法第105条)。 これは 「公衆電気通信業務に支

障を及ぼすことを防止するために」は当然必要な

ことであるが、それも 「必要な限度において」審

査することで十分な筈である。D社 のような扱い

をされると外国製の端末機は事実上全然使えない

ことになるわけであるが、しかも電々公社は端末

機の1台 ごとに認定するとい う個別認定制度をと

っている。

外国の場合には 「機種認定」とい って、その機

種が適当と認められ ると、あとはい くつでも、ど

こにでも自由につけられる。ところがわが国の場

合には、

a.専 用者名

b.専 用区分(専 用の種類および回線規格や通

信方式な ど)

c.品 名および製造所名(回 線に直接つながる

通信制御装置のみならず、コンピュータおよ

びそれ と電気的につなが りうるすべての周辺

装置を含む)

d。 以上の品名の設置場所、台数

e.専 用区間

f.機 械仕様書
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を添えて申請 しなければならない。 だ か ら設置

後、この何れかに変更があった場合、たとえば端

末機の設置場所を変えたいとき、台数を1台 ふや

したいときでも、いちいち申請書を出し直さなけ

ればならない。 しかも全部の書類を出し直すので

ある。この事務的な手間は大変なものであり、労

力のロスも大きい。

しかも、この審査に要する時商は、 早 くて半

年、長ければ1年 を要する。というのは、電々公

社の考え方は 「通信回線に接続されるものは何で

も電気通信設備といえる」とい うところか ら、審

査の対象が端末機だけでな く、それにつながるコ

ンピュータのアプリケーシ。ンにまで及んで くる

か らである。 これでは審査が長び くのは無理 もな

いが、そのために待たされるユーザーの立場は全

く無視されている。

S銀 行、H信 用金庫では、 このような審査の結

果、長年研究 した合理的なシステムを実施するこ

とができず、公社側の指定する 非 能 率 な端末機

と、非能率なシステムを実施せざるを得な くな っ

たとい う。

同じ考え方か ら通信回線とコンピュータの中間

に設置され るモデム(変 復調装置)に ついても、

すべて電々公社の指定するもの 以 外 は 許されな

い。モデムはコンピュータのすぐそばにあるもの

だけに、この設備か ら保守までいちいち電々公社

に委さねばならないのはユーザーにとって大変な

手間がかかることである。ところがA証 券の例で

は、当初あくまで指定機器以外に許さないとい っ

ていた電々公社カミ、にわかに 「自営モデムをつけ

て良い」とい ってきたという。

それは非常に喜ば しいことであるが、その理由

が 「これ以上公社の指定機器をふや しても、保守

の責任がもてな くなる」とい う労働組合の申 し入

れが公社の態度を変えさせたものという。ユーザ

ーの便宜からではな く、あ くまで 「家庭の事情」

か らの自由化であると こ ろ に、 問題は残 ってい

る。

Kツ ーリス トの例も 「認定制度」の弊害をよく

あらわ している。同社は旅行客のために旅館や列

車座席の予約業務をオンラインで行な って い る

が、テレックスのコー ドを自動的にコンピュータ

に入れるプログラムを開発 している。 ミ音響カプ

ラーミ(デ ータを音の強弱にかえて直接コンピュ

ータに入れる装置)の 使用が許されれば、このプ

ログラムがすぐにも使えて非常に便利になるのだ

が、音響カプラーは未だ使用が許 されていない。

わが国では未だ製造されていないか らである。 し

たがってKツ ーリストでは、いまのところ人間が

電話で、声で、送 らざるを得ない。このためみす

みす数十人の人間を節約することができないので

ある。

⑤ 遅い伝送速度

N通 運 は 全 国 的規 模 にわ た る運 送 事 業 で あ る。

全 国 に配 置 され た 支 店 、 営 業 所 、 倉 庫 を結 ん だ メ

ッセ ー ジ ス イ ッチ ング を 行 な って い る の だ が 、 一一

番 困 るの は 伝送 速 度 の 遅 さで あ る とい う。

現 在 わ が 国で は50ビ ッ ト/秒(1秒 間 に50ビ ッ

トを 送 る早 さ)が 圧 倒 的 で、 この他200ビ ッ ト/

秒 、1,200ビ ッ ト/秒 、2,400ビ ッ ト/秒 だ け しか

提 供 され て いな いが 、 これ は コ ン ピ ュー タ間 の伝

送 、 磁 気 テ ープ に よる伝 送な どを 実 施 す るた め に

は 余 りに も遅 す ぎ る。 しか しわ が 国 で は 、 これ だ

け しか な い し、 料 金 も極 め て 高 い の で 、 や む な く

50ビ ッ ト/秒 で シス テ ムを考 え ざ る を得 な い とい

一21一
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うユ ー ザ ー が 多 い 。

諸 外 国 で は も っ とス ピ ー ドの早 い 回線 が い くら

も あ る。 最 高 は50万 ビ ッ ト/秒 とい うもの まで あ

るが 、 ス ピ ー ドが 早 けれ ば 、 それ だ け短 か い 時 間

で大 量 の デ ー タを送 る こ とが で き るわ けだ か ら、

効 率 は よ くな る。 少 くと も48キ ロ ビ ッ ド/秒 く ら

い の もの は 必 要 で あ る とい うめ が ユ ー ザ ーの 希 望

で あ る 。
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[N〕 電 々公社 と民間企業 の競 争

1.特 権を利用する公社商法

金融機関のT協 会が共同のデータ伝送システム

を計画 して、あるコンピュータ ・メーカーとの間

で話 し合いを進めていた。ところが電々公社側か

ら、 「二社以上の金融機関の間で共同専用線をひ

けば、料金は5割 増の付加料金がかかる規定にな

っている。 しかし、電々公社が直営で行なう専用

ダータ通信サービスに加入すれば、付加料金は必

要がない」という申し入れがあった。当然の話 と

してT協 会は電々公社の直営システムを受け入れ

ざるを得なか った。ユーザー側 としては、何 も無

理 して高い共同専用割増 し料金を払 うことはない

からである。 こうして、現在 までにい くつかの公

社直営データ通信システムが計画され て い る。

(全銀協、全国信用金庫連合会、群馬銀行、鳥取

農協など)。 これは民間の コンピュータ・メーカ

ーにとっては全 く対等の条件による競争ではない

といえる。

しか し、このような例に対 して、アメリカのF

CC(連 邦通信委員会)は 、極めて明快かつ決定

的に 「電話電信会社が自らデータ通信サービスを

行なうことは、不当に有利な立場に立つことにな

る」として、 これを禁止する立場をとっている。

そして、もし自ら行なう場合には、別会社にする

か、他の民間企業と同一の条件で行な うことを勧

告 している。これは自由競争の原則をどこまでも

重んずるアメリカでは当然の考え方であろうが、

わが国でも自由な競争の原理が導入されるべきで

はないだろうか。英国では電信電話公社の直営に

よるデータ通信サービスが行なわれているが、同

時に民間企業にもデータ通信サービスを行な うこ

とが許されている。(民 間企業の方がサービスが

よいため、ユーザーは民間側に集中し、英国電々

公社は対策に苦慮 しているとい う)

2.電 々公社直営の利害得失

電々公社の直営サービスを利用した場合には、

共同専用の付加料金は払わな くてよいことになる

が、さらに電々公社によれば 「初期の投資が少な

く、プログラマ、システム・エンジニアなどの専

門要員を抱えている必要がない。そのうえコンピ

ュータ室などの設備スペースが不要である」とメ

リットをあげている。

た しかにそういう利点はあるが、一方考えねば

ならぬことは、企業側は一旦決められたオンライ

ン ・システムをさらに発展させて、より以上に経

営合理化を進めようとする場合に、自か らそれを

実行する能力はない。専門家を持 っていないのだ

か ら、また公社に頼まねばな らない。ところがそ

れが中々できに くいのである。

電々公社のいうデータ通信サービスには、通信
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回線の利用 とい う単純なものではな く、これに付

随するデータ処理も含 まれている。公社の見解に

よれば 「データ通信サービスの場合、電話回線網

における個々の電話機に相当するのが ターミナル

(端末機)で あり、電話局に設置されている交換

機に相当するのがコンピュータである。この両方

を通信回線で結ぶのがデータ通信サービスなのだ

から、これらの設備についても、公社が一元的に

計画 し、建設 し、保守を行 うのが当然である」と

い うことになる。だか ら公社は、システム設計の

ときからプロジェク ト・チームを編成 し、検討に

2～3年 間を必要 とする。それだけ苦労 して完成

したシステムでも、その後の業務の進展によって

は改善を要することがでて くる の は 当然であろ

う。 しか し電々公社のような大機構になると、修

正に応ずるまでには相当の時間がかかる。 「プロ

ジェク ト・チームが解散 したので、早急に実施す

ることは無理だ」と引きのばされている例 もある

といわれている。

直営サービスでは、決められた業務は便利にな

るが、それ以上にシステムを発展させることはほ

とんどできな くなる。最悪の場合には、直営サー

ビスと、自営システムを二重に設備 しなければ思

いどおりの機械化はできないことになる。
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〔V〕 通信事業 にお ける日米 の相違 点

わが国では、現在 「電信電話事業」は、郵政大

臣の管轄下にあり、独占事業 として国が統轄し、

日本電信電話公社(電 々公社)が これを行ってい

る。完全に国の法律的行政行為 として、自由競争

の範囲外に存在 しているのである。この点がアメ

リカの場合との大きな相違点である。わが国では

明治維新以来、西欧文明の吸収が急務とされ、欧

米の技術文化を早急にとり入れ、短期間に世界の

水準まで到達 しようとい う国策か ら、主要な事業

は、国が独占化せざるを得ない状況にあったこと

はいなめない事実である。鉄道とか通信事業は、

国の保護な しには存立し得ない経済的、政治的な

背景があったにせよ、その伝統が今 日まで受継が

れてきているわけである。現在の電々公社が、体

制こそ半官半民の形式をとってはいるが、法律的

行政行為の一つである ミ特許ミとして通信事業が

独占化されていることには、何 ら変 りない。換言

すれば、わが国 にお ける電 信電話事 業は、電々

公社しか行 うこ とが で きない とい う こ とで あ

る。

もちろん、電信電話事業の利益は、国庫収入と

なり、国の財政の一助 とな っているわけだから、

その体制をここで云々するわけではない。少な く

とも、将来の情報化社会へ向 って、現在の体制が

望 ましいものかどうかを、ここで検討 してみる必

要があろう。

さて、ではアメ リカの場合はどうであろうか。

現在アメ リカの通信事業は、自由競争の原則が貫

かれており、民間の通信会社 が これ を行ってい

る。すなわち、国内の電話電信は、ベル系の通信

会社を中心に、多数の通信会社、そして、ウエス

タン ・ユニオン電信会社が行っている。国際電話

は、ATT(ア メリカ電話電信会社)、 同電信は

アメリカ ・ケーブル ラジオ会社を中心は数社がそ

の業を行な っている。ようするに、完全に民間企

業資本が、自由競争の原則のもとに通信事業を行

っているわけである。そして、これ ら民間の通信

会社を規制するためにFCC(連 邦通信委員会)

が設置されている。

FCCは 、7名 の委員からなる行政委員会で、

通信法に基づき、委員は下院の推薦と協賛を得て

大統領が任命するもので、任期は7年 とされてい

る。この委員会は、一般の政府機関か ら独立 した

行政機関で、準立法的権能と準司法的権能を有 し

ている。 これ らの委員のもとに1,500人 の職員が

組織され、アメリカの通信事業の規制を行 ってい

るのである。

以上のように、アメリカではシャーマン法の原

則が、通信事業にも適用され、あくまで、自由競

争がその基本的姿勢とな っている。

注)シ ャーマン法(独 占禁止法)そ の第1条 「い

くつかの州にまたがる、もしくは海外との取 り

引き、および商売を拘束するような契約とか、

トラス ト制もしくはその他 の形式に よ る共 同
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化、または共謀は不法である一一」

ところで、最近 とくに大きな問題としてクロー

ズア ップされてきているものがある。これ こそ、

これら民間の通信会社のコンビ。ユータ ・サービス

についての問題がそれである。アメ リカの通信会

社におけるコンピュータサービスへの進出が、情

報処理産業、情報提供産業をおびやかすものとし

て、現在論議が沸騰 しているわけである。わが国

の場合と比較 した場合、この辺が仲々興味ある問

題だといわなければなるまい。

すなわち、アメ リカでは自由競争の原則という

基本的姿勢のもとに、通信会社が遠隔情報処理サ

ービスに進出することは、独占禁止法に抵触する

のではなかろうかという点である。通信会社は、

自社の通信回線を有利な条件で利用してコンピュ

ータ ・サービスを実施 した場合
、コンピュータ ・

サービス企業の事業をおびやかすのではなかろう

かということである。FCCは 、 この問題につい

てはまだ正式な規制の方針を明らか に して いな

い。 しかし現段階での大勢は次の通 りである。

(1)本 来 自由競争が原則であるな らば、データ

処理企業に何らかの規制を加えるためには、

それだけの理由が必要である。現時点におい

ては、必ずしもその理由が明確でな く従 って

規制を加えるのは時機尚早である。

(2)通 信会社は、通信線を所有 しており、デー

タ処理企業は、これを利用 しなければならな

い。そして、通信料金のコス トというハンデ

を考えるならば、データ処理企業の規制はよ

り少な く、通信企業の規制は より大きくする

べきである。

(3)通 信会社は、データ処理を行 うべ きで な

い、もし行うならば別 組織 で行 うべきであ

る。 も し、 通信 会 社 が デ ー タ処 理 を 行 うな ら

ばFCCと して は 当 然 、 規 制 対 象 で あ る通 信

部 門 との資 金 関係 が 、 デ ー タ処 理 部 門 に よ っ

て 、乱 され な い よ う監 視 の必 要 が あ る。

この よ うな 考 え方 を端 的 に あ らわ し た も の が

「カ ー タ ホ ソ事 件 」 と呼 ば れ る もの で あ る。 これ

は 、 カ ー タ ー ・エ レク トロ ニ クス社 が電 話 と 自動

車 ラ ジオ と の間 で通 話 す る装 置 と して 「カー タホ

ソ」 とい う簡 便 な 端 末 機 を 開 発 した と ころ 、AT

T、 ゼ ネ ラル ・テ レフ ォン な どの 電 話 会社 が 、 通

信 線 と の接 続 を断 った こ と か ら 起 った訴 訟 で あ

る。 これ に 対 してFCCは 「電 話 会社 が主 張 す る

"フ ォー リン ・ア タ
ッチ メ ン ト(電 話 会社 が供 給

した もので な い 装 置)ミ の 接 続 禁 止 条 項 は 、 不 当

か つ差 別 的 で あ る」 と して削 除 を 命 じ た の で あ

る 。 この 命 令 は68年7月29日 か ら発効 してい る。

(4)と くにATT(ア メ リカ電 話 電 信 会 社)が

巨大 企 業 で あ る こ と、 電 話 交 換技 術 と コ ン ピ

ュー タの 類 似 性 か ら、ATT社 が デ ー タ処 理

に 進 出 す る こ とに対 し、 デ ー タ処 理 企 業 、 コ

ン ピ ュー タ製 造 業 、 司 法 省 い ずれ も警 戒 の 念

を もって い る。

一 方
、ATT社 は 、1956年FCCと の間 に 「政

府 規 制 の対 象 にな らな い 」 通 信 事 業 には 進 出 しな

い 同 意 書 を 交換 して い る。 とい う こ とは、 デ ー タ

処 理 が 通信 規 制 の対 象 で あ る と され れ ば 、ATT

社 は デ ータ 処理 に 進 出で き る こ とにな るわ けで 、

これ が 今後 のFCCの 出 方 一 つ で 紛争 の種 にな る

可 能 性 が で て くる とい え よ う。

と もあれ 、 テ メ リカに お け る現 状 は 、独 占禁 止

法(シ ャーー一?ン ・ア ク ト)、FCC、 司法 省 、 デ

ー タ処 理 企 業 、 コ ン ピ ュー タ ・メ ー カな どの最 大

関心 事 とな って い るわ け け で あ る。
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少な くとも、FCCは 「データ処理 とい う新 し

い分野と通信の結びつき」については、非常に慎

重な姿勢をとっているとい うのが現状である。そ

して 「何が、迅速、能率的な通信サービスを妥当

な料金で国民に提供するとい うFCCの 設立目的

に合致するか」とい う観点から、通信会社のコン

ピュータ ・サービス進出について検討が行なわれ

ているといえよう。

要するに独占とい う法律的な範囲を超えない、

またあくまで平等な形は何かとい う命題に、FC

Cは 現在直面 して調査研究を重ねているとい うわ

けである。この点が、通信回線の独占とい う前提

に立 って、その利用とコンピュータ ・サービスを

考えて行かなければならないわが国の場合 とは、

根本的に異 っている。
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〔V[〕 む す び

以上がわが国における通信回線利用の実態であ

る。日米の利用状況を比較して、その隔たりがい

かに大きなものかご了解が得られた ものと思 う。

技術の進歩はわれわれに未知の世界の扉を開い

て くれるが、社会環境は必ずしもその技術進歩の

スピードに合致 しない。 このためわれわれは、持

てる技術とその力を十分に発揮 し活用することが

できないのである。 ことに情報処理に関する技術

開発は、そのスピー ドが極めて早いだけに、情報

処理施策のお くれが経済、社会に与える損失は計

り知れない ものがある。それだけにわれわれの通

信回線の自由化に対する意欲 と願望 も熾烈なもの

があるわけだ。

もちろんわが国と諸外国では、コソヒ。ユータ利

用の発展経過、社会 ・経済の仕組みがちが うので

あるから、コンピュータ利用の先進国アメリカの

やり方を、す ぐそのまま適用するわけにはゆかぬ

場合が多いことも十分理解できる。わが国はわが

国の現状と仕組みにあった適切な施策が必要とな

るわけであるが、われわれは、以上に述べた具体

的な事実に基いてわが国情報産業発展のために最

少限の要望を述べているものであることを認識 さ

れ、ご協力とご支援を賜わるよう期待するもので

ある。
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<付 属資料1>

訪米MIS使 節 団提言(昭 和43年1月)

○ タイ ム ・シ ェア リング と

コ ン ピュータ の共 同利 用 の問題

アメリカで タイ ムシェア リング(コ ン ピュータの共 同

利用)が すでに実験段 階か ら実用化段 階に一 歩踏 み出そ

うとしてい ることは、使節団の予想 以上であ った。

アメ リカでは、 タイ ム ・シェア リングには コンピュー

タを複数の利用者がそれ ぞれ の異な った 目的に応 じて、

オンラインで同時に利用 するこ とと広義に解 して い る

が 、われわれ の訪 問 した大学 や研究所 では、教授や研究

員たちが技 術計算 や経済 分析 な どのた めに各 自の研究室

や宿舎で 自由に利用 していた。

またG.E.や ウエス タン ・ユ ニオ ンな どでは、電送回線

を通 じて、加入者に情報サ ー ビスを行なってい るし、遠

間地の コンピ ュータと コン ピュー タが相互に連動す ると

い つた実験 をすでに成功 している。

この ように、大学 、研究所 だけでな く、一般 の企業が

共同 して利用 する タイ ム ・シェア リン グ方式は一部企業

化 されてお り、今後、 この種 の情報 サ ービス機 関が輩出

す る可能性が濃 くなつて きてい る。

これは、 と りもなお さず、 コン ピュータと通信の結合

に よる情報産業 の台頭 を意味 する もので あ り、 これに関

連 して最近 コン ピュータの共 同利用化が進ん でい る。 コ

ンピュータが テレビと同 じように コン ピュー タの知識 も

ない一般 の国民が容易に利用で きる時代 が近 づいてきて

いる とい う事実は、今 後の アメ リカの情 報革 命の性格付

けをする場合に、見落 してはな らない 重要な指標 とな る

であろ う。

○ コ ン ピ ュ ー タ と 通 信 の 結 合 に よ る 新 し い

情 報 革 命 に 対 応 す る た め 経 営 形 態 ・信

頼 度 ・速 度 料 金 体 系 な ど 通 信 回 線 に よ る

情報 の伝達に関する諸問題を根本 的に再

検討 し、情報産業の発展 とい う新 しい時

代に備 えるべ きである。

ア メリカに おいては、 コン ピュータと通信の結合 によ

り、経営体 内部にお ける封 鎖的な コン ピュータ利用 の段

階か ら、多数 の経営体が コン ピュー タを共 同利用 する と

い う情報革命 の新 しい局面 を迎え ようとしている。 この

問題に関連 して、FCC(連 邦通信委員会)が1966年11

月に関係方面の意見、情報、勧告 を得 るため質問書 を送

り、 これを参考 と して 目下、 国家 と しての基本政策 の確

立 を急いでい る。

日本に おいて も、近 い将来 この ような コンピュータの

共 同利用 の時代が くることは必至であ り、 これを契機 と

して情報処理産業が急速 に台頭 して くることが予想 され

る。

しか るに 、わが 国の現 状は、これ に対応 する諸般 の体

制が必ず しも整備 していない。 と くに通信 回線に よる情

報 の伝送 に関する現行の諸制度は、必ず しも情 報産業時

代 にふさわ しい もの とはいい難い。

た とえば料金体系を例に とつてい えば、われわれが視

察 したア メ リカン ・エア ラインでは、全米にわた り1,360

ヵ所に照会用の端末機器 を設置 し、これ をニュー ヨー ク

の コンピ ューータ ・セ ンター とオン ・ラインで結び1日9

00便 に座席予約な どの業務 を行な っていた。 そ してこれ

に要す る年 間の通信 回線の使用料金が、わ ずか50万 ドル

(1億8千 万 円)で あ るとの ことで、 日米間の料金体系

の著 しい 相違が見 うけ られ た。

この際つぎの よ うな諸措置 を早急 に講 じて、将来の情

報産業 の発展に備 えるべきである。

① 一般企業な らびに情 報サー ビス企業が通信 回線 を

通 じて コン ピュー タを効率的に利用 しうる よう、通

信関係 の諸 制度 や技術、サー ビスについて全面 的な

検討 を加 え とともに、情報サ ービスを行な う経営主

体 のあ り方や、情報の秘密保護な ど、国 として一連

の総 合的 な基本政策を確立す ること。

② 将来 のデー タ伝送の需要拡大を考慮 して、通信同
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線 の料金体系を根本的 に再検討 し、合理的な体系 を

速 やかに設定すること。

③ 情 報処理産業 の健全な発達 を計 るため、 ソフ ト・

ウエアの標準化、 アプ リケーション(利 用 方法)の

流通 、資料 の共用な どを促進 する こと。

計画の スケジュールを可及的速 やかに検討 し発表 す

ること。

⑤ ハ ー ドウェア、 ソフ トウエアな ど、あ らゆ る面で

の標準化 につい て、積極的に推進 をはか ること。

〈付属資料皿〉
<付 属資料ll>

訪米情報産業特別調査団提言
(昭和43年12月)

○情報産業の発展が、 コンピュータと通信

回線 との結合を前提 としてなされ るとい

う技術的条件にかんがみ、 この 目的のた

め の通信回線の自由かつ効率 的利用を 促

進するための有効な措置を とるべきで あ

る。

コン ピュータとの対話に必要な端末機器 の多様化 と、

プ ログ ラム開発についてのわが国のお くれ は著 しい もの

であ る。 これ らの開発の意欲 を刺激 し、わが 国の実情に

最 も適合 した技術 を確 立するために も、通信 回線 の利用

につい て新時代に対応 し得る制度 を用 意 して、その受入

れ態勢 を整 える必要があ る。

① 電話 ・電信通信に基礎をおいた現行 の法律 、制度

を新時代に対応 し得 るようすみやかに再検討 する と

共 に、合理的な料金体系 の設定 を行な うこ と。

②PCM(パ ルス符号変調)そ の他 デー タ伝 送の速

度 を飛躍的に高め、あるい は信頼 性を増 すための新

しい技術の開発導入 を積極的 に推 進す ると共 に、そ

の回線網を豊 富に用意す ること。

③ 欧米諸国では公衆電話回線に任意 のデ ータ信号 を

のせるサー ビスが一般化 し、 これが コンピュータの

大衆化のため の有力な背景 となつ てい るので、わが

国においてもこれ を直ちに検討 し所要 の技術的措置

を用意すること。

④ 端末機器お よび ソフ トウエアの開発 にはかな りの

時 日と多額の費用を要するので、前記 の制度 の実施

情報 処理 に 関 るす ア ンケー ト調査

(経団連情報処理懇談会昭和44年2月)

○回答状況

1ア ンケー ト送 付先31団 体203社

総計234通

2回 答 数9団 体(注)53社

総計62通

(注)回 答 のあつた9団 体 の うち、全国銀行協 会連合

会、信託協会、 中部経済 連合会お よび東北経済連'

合会では当該団体 の構成 会社 を一括 して、あるい

は主要構成会社に対 して、その要望意 見を徴 して

いる。当会側の アンケー ト送付先 の うち、 これ ら

の団体 を通 じて回答 した会社は22社 であ る。従っ

て実 質的な意味 でのア ンケー ト回収率は35.8%と

な る。

3業 界別 回答数

銀行(1団 体)、 信 託銀行(1団 体)、 その他の金融

機 関(2行)、 損害保険(1社)、 生命保険社(2)、

証 券(2社)、 金属鉱業(1社)、 石油(2社)、 鉄 鋼

(2社)、 軽金属(1団 体)、 産業工 作機械(2社)、

電気機器(7社)、 精密機器(1団 体)、 造 船(1社)、

自動社(2社)、 肥料(2社)、 油脂(1社)、 そ の 他

の化学工業(2社)、 窯業(2)、 硝子(1社)、 化

業繊維(2社)、 紙お よび パルプ(1社)、 食料品(2

社)、 水産業)1社)、 陸運(2社)、 海運(2社)、 倉

庫(1社)、 建設(1団 体 ・4社)、 貿易お よ び 商 事

(4社)、 百 貨店(2社)、 その他の団体(4団 体)
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○調査結果

通 信回線の利用 につい て

1通 信 回線設 備の質の向上、量 の増加 お よび使用料金

の低減(3団 体 ・14社)

2通 信 回線の 自由化について

(1)独 占体 制は避け ること

{イ)電 々公社 の回線独 占は、情報産業 の発達 ・進歩

への束縛 とな る惧れ もあ り、公社が端末器 を も含

めた独 占的 サー ビスを行な うこ とは問題(1団 体

・9社)

(2)通 信 回線 の 自由化の方法

(イ)現 行の通信関係法規 の検討(2団 体 ・2社)

(ロ)通 信回線の利用制度が一挙 に現行 と大 き く変わ

るこ とは好 まし くないので、常 に5年 先 まで の計

画 の公示 、ユーザの利用方式 の標準化お よび その

視 格の公示な ど通信行政の効率化が必要(1社)

◎ 通 信回線の 自由化を図 るためには、調査委員会

を設けて、民間 の要望を十分反映 して決定 するこ

とが望 ま しい(1団 体)

←)基 本的には、通信回線の 自由化、共 同化が必要

だが、当面は45年 度か ら開始され るとい う電 々公

社 の情報処理サ ー ビスの先行 きや、国産大型機 の

開発状況 を検討 しなが ら、計画的に 回線 の共 同利

用 を進め るのが適 当であ る。特 に強い共 同利用 の

要 請につい ては ケース ・パイ ・ケースで認 めてい

くこと(1社)

θ デー タ通 信サー ビスは まず電 々公社 でス ター ト

す るのが一番 妥当である(1社)

(3)当 面必要な通信 回線 自由化の範 囲

{イ)公 社 の計画 しているデー タ通 信サー ビス と民間

コンサル タン ト会社 もしくは計算 セ ンター会社の

行な うサー ビスのいずれ も自由に選択で きること

(5社)

(ロ)公 社は情報サ ー ビス業に専念 し、民間企業 で可

能 な特定業界又 は特定企業を 中心 とする情報 シス

テムは民間が行 なえる ようにす ること(2社)

内 通信 回線の管理については、基 本的 に は 一 元

的、集 権的に行 う必要が あるが 、局地的には各企

業 間の 自主運営 を認 める こと(1社)

←)通 信回線 利用の設備 ・制度 の緩和 を基本的な方

向 とし、少 くとも回線の共同利用 を早急 に 自由化

する こと(1社)

㈱ 通信 回線利用の 自由化 を望む具体 的な 分野

① グループ企業間(証 券)

② 本社、販売店 および部 品 メー カー間(自 動車)

③ 共 同出資会社(海 運 、金属 鉱業)

④ 特 定多数 の取 引先、関係会社間(石 油)

⑤ 本社、子 会社 間(金 属鉱業 、化学)

(4)通 信回線の完全 自由化

{イ)電 話 ダイヤルに よって不特定多数い ずれ に も接

続出来る 自由デー タ通信を認め ること(2社)

向 自ら回線を設置する ことも可能 とす ること

(1社)

<付 属資料N>

情 報処 理問題 に つい ての 中間 報告

(経団連情報処理懇談会昭和44年4月)

一経済界の意見の要約一

〇通信回線利用体制の整備

現 行の通信 関係法規は通信 回線 の民 間利用に大 きな制

限を加えてお り、急速 に進み つつある情 報処理の オン ラ

イ ン化 と、情報処理サ ー ビス業 の拡大 に即応 しえない憾

みがあるので、根本 的な再検討 が必要 であ る。現在特 に

異企業間の共同専 用のご ときは経済界に 自由化の要望が

強いが、当面早急にこの部面 での回線の民間利用が可 能

にな るよう、適切 な措 置を とる必要 があ る。 さらに、オ

ン ライン情報処理 の普及 発展の見地か ら、通 信回線 設備

の質 の向上、量の増加 を図る とともに、合理 的な料金体

系 を確立す ることが望 まれる。
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<付 属資料V>

産 業構造 審 議会 答 申(昭 和44年5月)

○遠隔情報処理のための基盤の整備

情報 ネ ッ トワー クの形成 と高度 化のためには、通信 回

線 を用い た遠隔情報処理 の発展が今 後必要不可欠な もの

にな ろ うとしてい る。

米国においては、多数の経営情報 シス テムの間 、大学

と高校の間、 また情報産業 と顧客 との間な どにおいて遠

隔情報処理 のネ ッ トワー クが形成 されつつあ り、今後5年

の間に、全米 に設 置される コンピュータの50パ ーセ ン ト

が 、遠隔情報処理 に用 い られ る ようにな るもの と予想さ

れ ている。 また、情報産 業の高度化 と多彩な発展 も顧客

と情報産業 を結ぶ遠隔情報処理 の採用に負 うところが大

き く、通信 回線 を用い てサー ビスを行な う企業は約100

社 に及び、情報産業の売上高 の1割 を占めるに至 ってい

る。英国、西独、 フランス等 の諸 国において も、経営情

報 システムはい うまで もな く、情報産 業において も、通

信 回線を用いたサ ー ビスが着 々と発展 しつつある。

わが国においては、技術面、制度面 、情報処理の発展

水準な どの各面 において、遠隔情報処理 の発展のための

基礎条件 が極めて不十分であ り、 この ため、遠隔情報処

理 に用い られ る コンピューターはご く少数 であ り、企業

相互間のネ ッ トワー クや情報 産業のネ ッ トワークは、特

別 の例を除 き形成 され ていない。

遠 隔情報処理の発展 のためには、 コン ピューターのハ

ー ドウエア、 ソフ トウエアの進 歩のほかに、 デー タ伝送

技術 の進歩、端末機器 の多彩な 発展等 が必要 とされ 、 ま

た そのいずれ もが重要 であるが 、これ と並んで今 日のわ

が 国においては、通信 回線利 用の制 限の問題がある。

電信、電話を 中心 とす る現在 の通信 法制は、長い歴史

の上に現在の法体系 とその運用 が形成 され て い る。 他

方、情報処理のための通信 回線 の利用 は、通信に対 する

全 く新 しい 需要 であ り、 しか も急速に クローズア ップさ

れ た需要 であ り、 この新 しい需要が従来 の法体 系 と運用

の慣行 の枠 にお さまりえない ところに現在 の通 信回線利

用 をめ ぐる諸 問題が生 じている。

通信全体 の秩 序の維 持 とい う見地 からみれば 、この新

しい需要 に対 して慎重 な態度 をもって臨む ことは理解 で

き るが、情報 ネ ッ トワー ク形成のための通信 回線 の多面

的な利用は、他 の多 くの制度、体制等に対す る改革 の必

要 と同様に、今 日の情報化のための緊急の課題の一つ で

あ る。 また、欧米先進諸国の制度が、いずれ も情報処理

の ための通 信回線の利用を弾力的に認 めている ことに も

かんがみ て、① 通 信回線利用の制度の改善② 通信 回線

の量 、質両面 の整 備等 をなお一層進 めることが必要 であ

る。

(1)通 信 回線利用 の制度の改善

情報処理 のための通信 回線利用 を中心に、新 しい

需要の発生に対応 するため、現在通信制度の本格的

な検討 が準備 されてい るが、その検討を促進す ると

ともに、検討に当 り、次の諸点 に十分な配 慮を払 う

必要が ある。

{イ)異 主体 間のネ ッ トワー クの形成

現 行の法 制下にあ っては、異主体 間のネ ッ トワ

ー クの形成 については
、通信 回線 を 自ら設 置する

こと も、 また、電 電公社 回線 を用い る ことも規制

され てい るが、異主体 間のネ ッ トワー クは、最 も

基本 的な情報 ネ ッ トワークと して今 日すでに多 く

の企業 によ ってその利用が要請 され てお り、現状

を再検討の うえ、通信秩序の維持に支障のない限

り、 その 自由な利用を認める。

(ロ)情 報産業の ネ ットワー クの形成

情報処理サ ー ビス業、情報提供サー ビス業が顧

客 との間で通信 回線を用いて遠隔情報サー ビスを

行ない うるよ う、 また これ らのサー ビス業が本支

店 間のネ ッ トワー クを形成 しうる よう(イ)と同様の

措 置を とる。

内 公衆交換回線網の利用

公衆交換回線網の情報処理 に対 する開放は、 ス

イ ッチングに よって多 くの相手 との間の情報処理
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、

可 能にするばか りでな く、通信施設 の効率 的利用

とい う面 か らも、 また、通信 回線利用者の経済性

の観 点か らも遠隔情報処理発展 上の重要な要 件で

あ り、現 状を再 検討の うえ、 その利 用を可 能とす

る。

⇔ その他

以上の措置 と併せて 、通信 回線の独占的な整備

提供に当 る電電公社の需要者 に対する通信回線提

供条件の明確化、通信 回線利 用効率 向上のための

複数の者に よる専用 回線共用(シ ェアー ド・ユー

ス)の 容認、通信 回線へ の端 末機器の接続制限の

緩 和な どを検討す る。

(2)通 信回線の量、質両面の整備 と料金 の低 廉化

通信 回線の量、質両面 の整備 は電電 公社に より着

実に進め られつつあ るが 、更 に今 後における情 報処

理のための通信回線利用 の需要 の増大 と高度 化に備

え、次の措置を とる。

{イ)情 報処理のため の通信 回線 需要に十分に対応 し

うる よう、 その量 的な拡充 を図る。

回 コン ピューター間の情報交 換に必要 とされる高

速 回線は じめ、必要 に応 じた通信速度の回線の多

様 化を図 る。

内 通 信回線 に対 する需要の増大を通 じて、 その利

用 の効率化 を図 り、料 金の低 廉化に努め る。

<付 属資料M>

通信 回線利 用 に関 す る中間 報告 書

(日本経営情報開発協会昭和44年8月)

○ 早 急 に 解 決 を 要 望 す る 事 項

(1)通 信 回線 の自由かつ効 率的利用 を促進す る方針 を

明示 し、その時期な らびに段階 を明確にす ること

通信 回線 の利用を制限 してい る諸要 因を早急に解

除す る方針 を決定 し段階 的にその時期な らびに方法

を明示すべ きであ る。 すなわち、

① 関係法 規の改正あ るい は解 釈の拡大に よって系

一33一

列企業 間または同一業界内の共同専用を 自由化す

る。

②ATT社 のいわ ゆる 「オー ソライズ ド・ユ ーザ

ーの制度 を導 入 し他産業 間の共同専用な ど異主体

間ネ ッ トワー クの形成を促進 す る。

③ 交換 回線 の利用について、電話お よび テレック

ス回線 に コンピュータを接績す ることを認め る。

これ らの措 置に よって、時期の ヌ ドがつけば、

通信 回線に対 する需要は急速に増加 し、 コン ピュ

ータの遠隔情 報処理技術の発展、 ソフ トウエ ア開

発、その他 関連機 器の生産あ るいは改良な ど、技

術 の向上 も急速に進むであろ う。さ らに、遠隔情

報処理 技術 の発展、それに伴 うコンピュータ利用

コス トの低 廉化に より、わが国 のコン ピュータ リ

ゼーシ ョンは急速に進展す ることとな る。

(2)通 信 回線利用料金制度上の不合理 を排除 し、 と く

に共同専用料金の引下げを実施す ること

① 共同専用料金は、2人 の場合30%、3人 以上 の

場合50%の 付加料金 を支払 ううえに、共 同専 用線

のみな らず、各 自が 自社用に使 ってい る専用線全

部が30%～50%ア ップす る制度 にな ってい るが 、

これは、極めて不合理であ る。 この点 の改正 を早

急に要請 したい。

② 料金体系の改善 をはか るべ きであ る。 す な わ

ち、電話料金 とデータ通信料金 は、別個 の料金体

系を とり、時間制(使 用時間だ けの料金 を徴収 す

る)を 検討すべ きである。あわ せて、市 内料金 と

遠隔料金 との不均衡 を是正す べである。

(3)通 信回線利用に関連す る事務手続 きの簡素化 を実

施すべ きであ る。

現在、専用 回線使用の手績 きを とる場合、端末機

器の認 定制度の よ うに複雑な事務手績が存在 してい

る。 これは回線の有効利用 を非常 に阻害 する要 因の

一つ とな ってい る。

いわゆる 「個別認定」制度を、外国なみの 「機種

認定」制度に改め る必要があ る。 これは、法令の解

釈を拡 大する ことで十分可能であ る。



(4)『 役務 の提供』か ら 『通信回線そ の ものを提供 す

る』 とい う考 え方へ解釈を改め るべ きであ る。

現 在の電電公社 の考 え方に よれば、 ユーザーに専

用回線 を貸 す場合 「回線 を貸す(提 供 する)」 ので

はな くて、 「通信に関す る役務 を提供 」する とい う

態度を とってい る。

.したが って、現行では、契約 した ときの 「使 用 目

的」が重大な問題 とな り、同 じ回線 を使 って別の使

用 目的に利用する ときは 「役務が異 る」 として 「不

許可」あるいは 「付加料金」の請求 を、ユーザーは

受けるこ とにな る。

この点 は外国 にみ るよ うに 「通信 回線その ものを

提 供する」 とい うコモンキ ャリアの思 想を導 入すべ

きである。

○段階的改善を要望する事項

(1)高 速伝送 回線の拡充整備を推進す ること

(2)モ デム(変 復調装置)の 自営 と標準化を実施す る

こと

少な くとも専用 回線では、モ デムの自営 を認 める

べ きであ る。あわせて国際規格 と合致 させ、 モデ ム

と端末機の国際的互換性を もたせるべ きであ る。

ATT社 では、一定の技術的条件 を満足す るもの

は、何 を接続 して もよいが、通信に異常信号 が流 れ

て、妨害 を与 えることを防止す るた めの フューズを

入れることにな ってい る。 この よ うな 制度 は、わが

国で も採用 する よう検討すべ きであ る。

(3)音 響結合 、並列伝送の採用 をはか る こと

コンピュータ利用を拡大す るために、すでに外国

で採用され てい る音響結 合や並列 伝送 方 式 を 導 入

し、簡易、低廉な端末機 の開発が容 易に行なわれ る

よ う検討 すべきである。

(4)合 理的な料金 体系の設定 と料金の低廉化 を実施 す

ること

通信 回線利用 の制度 を改善す ることによ って、通

信 回線に対 する需要 を換起 し、 これ を増大 する こと

に よって、合理的な料金体系の設定 と料金 の低 廉化

を図るべきである。

<付 属資料W>

日本新 聞協 会 の要望(昭 和44年g月)

デー タ通 信は情報化社会 の根底 を形づ くる 最大の要素

であ り、情報化社会へ の道 をた どりつつあ るわが国にお

い て、 もっと も重要な のは、デー タ通信 システムの多彩

な 発展を可能にする環境 条件 の整備 と情報 の自由な交流

を確保するこ とであ ります。

デー タ通信 のための通 信回線 自由化に関す る郵政省 の

基 本方針がさきごろ発表 され ましたが、 その内容 につい

てみる とかな り前進 した ものである とはい え、米 国な ど

における通 信回線を使 っての情報処理の非常な発達に比

べれば ,まだ まだ十分 とはいえない ものがあ ります。

公衆電気通信法第66条 の解 釈を緩和 して異な る企業間

のデー タ通 信を容 易に したこ と、あ るいは この法解釈で

は救 済できない企業 グループ間の データ通信 を新 しい デ

ー タ通信 回線網 を設 置す るこ とで可能に したこと、 そ し

て この新 しい 回線網 を情報検 索な どの業務に も適用で き

る ように したこ とな どは、これ までの経緯か らすれば大

幅な 自由化措置 とい えな くもあ りません。

しか し、問題 は、一般 の加 入電話網 を利 用 してのデー

タ通信は当分認 めない とい う点であ ります。加入電話網

を利用 してデー タ伝送 を行な うことは、国民生 活に密着

した情報化を推進する うえで大 きな役割 りを果 たす もの

と考 えられ ます。今回の方針は国民 の知 る 自由を妨げ る

恐れがあ ります。家庭 で価値あ る情報 を 自由に入手でき

る姿が情報化社会の望 ましいあ り方 である ことはい うま

で もあ りません。

開放 を差 しひかえた論拠 と して回線の質、一般電話 の

疎通に対す る影響な どをあげ てお りますが、 これ らは通

信 回線 の量質両面の充実をは か り、技術的な改 善に努力

するこ とによって、解決 され る もの と思われ ます。

したが って、一般の加入電 話網 を早急に民間に開放 し

適 正な料金 体系の設定 を行 な って情報化社会体制つ くを
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りを急がれ るよ う要望 する ものであ ります。

さ らに、 もうひ とつの問題は コンピュー ターサー ビス

を提供す る ものの義務 を定め るとい う問題に関連す る点

であ ります。

い うまで もな く新聞は知識産業の 中核 と して長い歴史

を有 してお り、公正な報道、活達な評論活動の機 能 を今

後 とも拡大 しつつ情報 多様化時代への準備を整えつつあ

ります。

しか し、今回の基本方針 では誤 り情報の防止、 プライ

バシーの保護を理 由とする一定 の措置が打ち 出されてお

ります。 もちろん、あ る程度 の措置 を否定す るもの では

あ りませ んが、 それが今後、新聞が電子計算機を用いて

情報 を処理 し、伝達す る段階 を迎えた とき、その よ うな

形態 での事業 に まで規制が及び、ひいては 自由な言論報

道活動が制約 され るよ うな場合には、 その理 由のいかん

を問わ ず、新 聞 として認め ることがで きません。

したが って、今後 これにかかわ る問題については新聞

と して重大な 関心を払 うことを強調す るもの で あ り ま

す。

<付 属資料W>

情 報研 究委 員会報 告書

(経済審議会昭和44年10月)

○遠隔情報 処理 の要請に対す る基本体制の確立

リモー ト・バ ッチ処理か らオンライン ・リアル タイム

処理へ、 さ らに タイ ムシェア リング処理へ とい った コン

ピュータの利用領域の拡大は、単に技術的発展 と見 られ

るだ けでな く、経済的、社会的に も重要な意味 をもってい

る。 すな わち、通信回線 を利用 して遠隔地間で情報処理

が行なわれ る ことに よって、 ミ距離 と時間 を超 えた情報

処理が可 能にな るミ ことは 「質 的量的 に最大限の コ ミニ

ュケーシ ョンが可能な社会」 とい う情報化社会 の命題 の

必須条件 を満たす ものであ る。情報 を目的に応 じ処理 す

るこ とに よってその価値 を高め ること、 コ ミュニケーシ

ョンのメデ ィアを持 つ ことに よって より高い水準の利用

に応 えるこ と、国民の誰 もが知識の ネッ トワークの恩恵

を平等に受ける機会 を有す るこ と、等 々は情報化社会に

おけ る基本的要請であ る。 これ にそ って遠隔情報処理 コ

ン ピュー タと通信 回線の結合 の基 本体 制を確立す ること

は、政府の責務であ る。われわ れは短期的視野か らだけ

で、公衆電気通信法 その他の関係法規 の改訂 や運 用上の

改善策 を望む ものではな い。長 期的に見て ミ現在 が情報

化社会へ の移行過程 であるミ とい う確固た る認識 の上に

立 って、 オンライ ン情報 処理いわゆ るデータ通信 の長 期

発展計画 の立案決定 を要望 するのであ る。

コン ピュータと通信 回線 を結合 した ネ ッ トワー クは多

様な パターンを形成 して発 達するだろ う。 その一 つは、

企業間の ネ ットワークである。企業間の通信 回線 は生産

販売部門 の企業群 を結合 し、生産過程 では大企業 と下請

企業相互間 の情報処理 を、 また販売過程では生産 者販売

機関相互間 の情報処理 を円滑にする ことにな るだろ う。

さ らに異な った機 能を もつ企業間に もネ ッ トワー クが形

成 され るだ ろ う。生産 ・輸送 ・販売 を一貫 するネ ッ トワ

ー ク等が この範疇に入 り、 しか もこの種 のネ ッ トワーク

は 多角的 であ り、広域 的な もの とな るだ ろ う。情 報処理

サ ー ビス業 とユーザーのネ ッ トワー クもこの中に入 る。

多 くの企業 は、 自社 の情 報処理 シス テ ムとサ ビース業の

情報処理 とを組み合わせ て業務の効率的な運 営を図 るで

あ ろ う。 その場合、企業 は秀れたサー ビスを行な う情報

処理 サー ビス機関を選 択するであろ う。情報 処理 サー ビ

ス業 もコン ピュータの効率 的利用を図 るた め、い くつか

の センターを設けてセ ンター相互間の デー タ伝送 の円滑

化 を図 り、 それに よって広域の ネッ トワー クが形成 され

るだ ろ う。情報化が相当進んだ時には 、一般 の家庭に も

端末機が おかれ、必要に応 じて任意 の情報 処理サ ービス

機 関を利 用するようになろ う。

以上の ような ことが可能にな るためには、次の条件が

満 たされ る必要がある。

その一は、通信 回線の質の 向上 と通信 回線利用制度 の

改 正であ る。情報処理サ ー ビス業 のセ ンター相互間企業

のセ ンター相互間等 コン ピュータ相互 間の データ伝送に

は、非常 に高速の通信回線を必要 とす る。 また 画像伝

送等 の新 しい需要は高速の回線 を必要 とする。
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この ような 回線需要に対 してサ ービスの多様 化を図る

必要があ る。 また、利 用の普及に伴 い、専 用線 を 設 定

す るほ どで もない相手 との間 の小 口の利用が必要 とな る

か ら、 自由に相手が えらべ、利用時期に応 じた料金で利

用で きるサー ビスが必要 とな る。 また、 オンライ ン情報

処理のために通信回線 を使用 できるのは、現在の ところ

特定の相手 との間に専用的 に設定 され る回線つ まり専用

回線のみであ る。 しか しこれが不特定 の電話加入者 との

間で任意に結べ る電話交換 回線網 の利用が可能であ ると

い うことにで もなれば 、その汎用性 は高 ま り、経済性 の

面で非常に効率的であ る。 もちろん、現実 的な問題 と し

て、現在の電話交換回線網は コン ピュータのない時代 の

音声伝送路の ネッ トワークであ り、現在 でもその残存需

要 を多 くかか えてい るとい う問題 はあろ うし、 さらに デ

ータ伝送は本質的に高速性 、高信頼性 を要求す るもの で

あ るか ら、通話 を効率 的に行な うことを 目的 とし設計 さ

れ た公衆通 信網 は、十分 この条件 を満たす ものにな って

いない とい う問題 もあろ う。 したが って、その利用を可

能にする とともに、電話回線網に併せて中 ・高速用の デ

ー タ通 信網の整 備を進め ることが必要であろ う。

そのほか、 以上に述べた各種の整備を進めるために技

術水準の向上が と くに必要であ る。た とえば理想的な高

速 のデジタル伝 送方 式 としての 「PCM(PulseCode

Modulation)通 信」への アプロー チも考慮 しなけ れ ば

な らな い。 このPCM通 信は1962年 に実用化された もの

で、 コンピュー タ通信についてはいわば理想の伝送路 と

言 うべ きものであ る。

利用制度については、次の よ うな整備が必要であ る。

(イ}「 共同専用の資格制限」 の運用

ミ業務上緊密な関係ミ にある異主体相互間に情

報の ネ ットワークを形成 するこ とは、情報産業 と

してだけでな く情報 処理 の基本要件 と して ミもは

や無視 できな い時 代の要請 ミである。 その運 用上

の当面 の問題 点は 「業務 上緊密 な関係 」 とい うこ

との ミ運 用範囲をいかに解釈するかミであるがそ

の ような規定について再検討す る場合に、何 より

も情報 化社会 な らびに情報産業 の成立 とい う ミ新
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しい社会環境への適応ミを基本的な態度 とすぺ き

であ る。 さらに 「業務上緊密な関係」についての

ミ運用上 の判断主体は誰かミ とい うことで ある。

本来は 緊密な業務上の関係当事者 自体 の判断 にゅ

だねるべきであ るが その関係 を客観 的に判 断 し認

める ものは通信 回線 の管理 当事者 でな く、他 の客

観 的立場 にある機関 であることが望 ましい。この

規 定の精 神は当然通信秩序 の維持 にある。異主体

間ネ ッ トワー クの形成 におい ての、この秩序維持

を基本 としな が ら情報化社会 への移 行 とい う時代

の要請に応 じ、当面 は この公衆電気 通信法第66条

について弾力的な運 用をする ことが必要であ る。

回 共同専用の場 合の料金

共同専用の場合の割増 し料金(二 企業間 の専用

線料金、一企業の2事 業所 間の専 用線料金 より高

くな る)の 体系は、異主体 間ネ ッ トワー クを促進

して よ り広範囲な利用を図 るとい う立場 とは相い

れない ものであ る。今後の共同利用の必然性の増

大か ら考 えて、 より低廉な新 しい料金体系 を検討

しなけれ ばな らない。

内 情報 サー ビス業 と顧客 との間の通信 回線 利用情

報産業成長 のためには ミ各種情報サ ー ビス業 とそ

の顧客 との間 のデータ伝送ミが可能 にな らなけれ

ばな らない。 この成否が、情報産業 の遠 隔情報処

理 とネ ッ トワーク形成 の死命 を制す るとさえ言 え

よ う。他方、情報産業 の当事者は、 この ような広

範 囲な デー タ ・ネ ッ トワー ク形成 に伴 って生ずる

「営業 上のモ ラル 「の確保 、厳守 、 機 密の 保 持

等 、顧客 との間の」相互信頼 の精神 」をいささか

で も踏みはずさぬ よう留意せねばな らな い。

←)公 衆交換回線 の開放

電電公社では、その公衆電話回線網に よる 「加

入デー タ通信サー ビス」を近 く実施 する ことと し

てい る。 これは、わが国の情報産 業の開発に と っ

て大 きな刺激であ ると言 える。

この よ うな デー タ通信サ ービスの実施 に よって

一般大衆 と コン ピュー タとの距離感 を急激 に短 縮



し、原則 として ミ誰で も、何処 で も、 そして何時

で もミ コン ピュ一 夕の効用 を受け ることが可能 と

なるのである。

しか し、公衆 交換回線の民間情報産 業に よる利

用 は、法に より(電 気通信法第55条 の6に よりテ

レックス網が、第36条 によ り電話交換網が)き び

しい規制を受けてお り、現 状 として は全 く利用 の

道が閉されている。 この電気通信法 の改正な くし

て は、民間企業お よび情報産業 におけ る公衆交換

回線網 の利用 は不可 能であ る。

電電公社 のデー タ通信開発 の先 導的役割は十分

に評価す るものの、わが 国の情報産業の育成のた

めには、 「デー タ伝送 路の質的 向上、維持 お よび

管 理」 と 「その 自由平等な利用 に よる産業振 興」

との間の関係を明確にす る必要 があ る。

㈱ 端末機器の開発推進の ための機器認定制の再検

討

端 末機器 の技術 開発の面か ら も必要 とされ るの

が公衆回線網 の開放であ る。 それが実現する こと

に よ り、その市場が大 き く拡大 す るば か り で な

く、競争原理の導入 によ って開発が促進 され る。

もちろんそのため にも、機 器間 のイン ターフ ェー

スの標 準化が必要 とされ る。 そ して、 より基本的

には端末機 器の技術進歩 のた めに公衆電気通信法

第105条 の 「端末機器 の認定 制度」 を再検討 しな

ければな らない。前述 の ように、 回線管理 とその

利 用 との明確な区分 とい う姿の下 では、端末機器

は当然利用 に係わ る問題であ って、その使 用な ら

びにそのための生産は一定の 仕様の標準化、基準

化が守 られていさ えすれば 、 自由でなければな ら

ない。米国の通信会社ATTに おい て、 「フュー

ズ ・ボックス」 とい う回線保護装置 の使用義務 ま

でを、通信会社 として顧客へ の注文 の限界 とした

事 実を改 めて認 識せねばな らない 。

〈付属資料D(〉

郵政審議会に対する郵政大臣の諮問(デ

ータ通信のための通信回線の利用制度につ

いて)に 関する意見書

(財団法人 日本経営情報開発協会)

わが 国の情報産業 を育成、発展 させるために最 も基本

的な条件 とされてい る遠隔情報処理の普及には、通信 回

線 の利用が先決問題 とな っている ことは、諸外 国の例 に

よって も明 らかな ところであ ります。

今回、貴大 臣が、郵政審議会に諮問 された案の内容は

通信回線の開放に一歩 を進 めた ものと して、大いに歓迎

する ところであ ります。 しか しな が ら、情報化時代 に備

えて、抜本的に構想 を新 たに した施策 を期待 してい たユ

ーザー側 と しては、通 信回線の 自由化に取 り組む姿勢 と、

電気通信事業 に対 する理 念に関 して、基 本的な考え方を

明確 に し、これ に基いて諸般の施策を早急に決定 し実行

に移すべき もの と考 えます。

ここにおいて、本協会 は通信 回線利用対策委員会に お

いて審議の結果、郵政 当局が、つぎの諸点に留意 レ、信

通 回線 の完全開放 に積極 的姿勢を示され るこ とを、つ よ

く要 望する ものであ ります。

1諮 問案 の具体 的な実施方策について明確 化 し、早期

実現をはかる ことを望 みます。

(1)「 データ通信 回線 サー ビス」の提供に際 しては、

あ るてい どの技術基 準を設けるこ とは止 むを得ない

として も、 この機 会に情報サー ビス業 に対 し、必要

以上 の規制(許 認 可、事業 内容の チェックな ど)を

加え られる ことのない よ う、と くに要望 い た し ま

す。

(2)「 デー タ通 信回線網サー ビス」の提供 を う け る

企業 グルー プの範囲については、別に電 々公社が、

貴大 臣の認 可を うけて定 めることとな ってお ります

が、その範 囲は 、でき うる限 り広 く定 められ るよ う

要望いた します。た とえば
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① 資本関係のあ る系列企業、②組 合、協 会等 を形

成 する同種企業 グループ、③業務提 携、専属契約、

委託契約等 をもつ、同種 または異種企業 グルー プ、は

もちろん、④人、資金 、物 、情報 等の流れ に よって関

連の生ずる異種企業 グループ、⑤ システム産業 とし

て関連 を もつ異種企業 グループ、な ども 「企業 グル

ープ」 と して認め られ るべ きで あ ります。

(3)「 データ通信回線網サ一号ビス」 に設 け られ る従量

制料金 制度 は、 「デー タ通信 回線サ ー ビス」に も適

用され る よう希望 します。

④ 「データ通信 回線 十一 ビス」 「デー タ通信 回線網

サー ビス」 においては、共 同専用 の付加料金の ごと

き もの は課 さない こととされてい ますが、 「回線サ

ー ビス」あ るいは 「回線網サ ー ビス」の料金 その も

のが明確に されなければ、ユーザ ー側 は採算 を検討

することも不可能であ ります、料金制度 に 関 し て

は、積極的に低廉化を進め るとと もに、早急に これ

を明確にす るため引続きご検 討いただ きたい と存 じ

ます。

2加 入電話交換網 の利 用について、早期開放 の方 針を

明示され ることが必要であ ります。

「加 入電話交換網」の利用 につ いては、 「こんこ

の検討課題 であ る」 とされてい ますが、加入電話交

換網の開放は、情報化時代の実現 に必要 な情報 ネッ

トワークの形成 のための不 可欠の要件 であ り、 した

が って審議会において も、積 極的な検討 を 加 え ら

れ、早 期開放 の方針 を明 らかにされ るべ きであ りま

す。問題 とな ってい る、交換設備 の過重 による 「一

般 電話 の疎通 に与 える影響」 につ いては、 ユーザー

と電々公社 の協 力に よ り

① コン ピュータに収容す る回線数 を可能な範 囲に

限定 する

② デー タ ・トラフ ィックを分散 する設計 をす る

③ 保留時間 を制限す るメー ター制度 、強 制切断等

を採用する

な どの対策を講ずるこ とに よ り、当面 の需要 を

充足 させ ることがで きとる考え ます。

ま た 「回線 の 品 質 」 に つ い て は 、 コ ン ピ ュー タ と

端末機 に一般 に備え られた 「誤 り制御機構」 と、諸

外国に比 し優 れているわが国の回線品質か らみて実

用上は 問題な い もの と考 えます。

3今 回、諮問 されてい ない多 くの懸案事項 につい て、

早期実現を積極的 に推進 される ことを希望 い た し ま

す。

(1)端 末機 の認 定審査の対象 を、通信 回線 との接続面

に限定 し、技 術的条件を満足 してい るものに関 して

は 自由化 し業務 の簡素化をはか るべきであ ります。

(2)高 速伝送サ ー ビスの実施 を望み ます。 コン ピュー

タとコンピュータを結 んだ伝送 、あるい は磁気 テー

プに よる伝送な ど効率化 のために、少 くと48Kボ ー

てい どのサー ビスを早急 に実施すべ きであ ると考え

ます。

(3)音 響結 合を認 める ことが必要 であ ります。

(4)モ デ ムの 自営を認め るべ きであ ります。

4電 気通信事業 は、国民に情報伝達手段 を提供す る公

益事業 であ り、国民の利益に奉仕 することを第一の条

件 とするべ きである ことは論 をまち ません。電 々公社

は現在 「専用 デー タ通 信サ ー ビス」 を実施 し、さ らに

来年度か らは 「加 入デー タ通信サ ー ビス」を も行な う

計画 であ ると聞い てお ります。通信回線を管理、運 営

す る立場にあ る電 々公社 としては、共同専 用 の 制 限

や、付加料金制度、交換 回線の使用制限な どに より民

間企業の情報処理に比 して有 利な競 争条件 を有するこ

とは否めない ところであ ります。

電 々公社 は、回線利用制 限の撤廃 、回線使用料金な

どにおけ る有利な 条件 の排除な どを通 じて、情報処理

分野 におけ る公正な競 争を確保す るべ きであ ると考 え

ます。
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<付 属資料X>

デ ー タ通信 の ため の通信 回線 の利 用制 度

につ い て

(郵政大臣諮問第84号)

電子計 算機を電気通信 回線に接続 して行な ういわゆ る

オ ンライ ン情報処理に関連 して生ず る諸問題 に つ い て

は、オ ンライン情報処理 の健全な発展 を促進 し、将 来に

おけ る情報化社会 の形成発展 に寄与 しうる よ う、 現 実

的、段階的 に必要な措置 を行 な ってい くもの とし、当面、

下記の方針 に基 づき措 置する ことについてご意見を承 り

たい 。

1情 報検 索業 務 または計算業務のための 「データ通信

回線サー ビス」(仮 称)の 新設

情報 検索業務 または計算業務のため、 その業務 を行

な う者 が設置す る電子計算機 とこれを利用す る端末 と

の間にのみ終始す るデータ伝送に利用す るた め 「デー

タ通信回線サ ー ビス」を 日本電信電話公社が提供 する

こととす る。

この 「データ通信 回線 サー ビス」 の利 用料金 は、さ し

あた り、専用料金 に準 じて定 めるが 、共 同専 用の附加使

用料の ごとき ものは課 さない こととする。

2企 業 グルー プ等 のための 「デー タ通 信回線網サー ビ

ス」(仮 称)の 新設

一定 の企業 グルー プ等において、電子計算機 を設置

して行な う各種事務処理等に要す るデ ータ伝送の利用

に供 するため 「デ ータ通信回線網サー ビス」を 日本電

信電話公社 が提供 する こととする。

この 「デー タ通信回線網サー ビス」の利用料金は、

さ しあた り、専用料金に準 じて定めるが、共同専用の

附加使 用料 の ごときもの は課 さない こ とと す る。な

お、従 量制料金で利用で きるサー ビス も設け ることと

する。

説 明

1オ ンライ ン情報処理の発達に伴い電気通信に関連 し

て生 ずる諸 問題については、郵政省に おし)て、かねて

か らこれが対策 を検討 して きた ところである。 これ ら

の うち通 信回線利 用制度 の問題 につい ては、 オン ライ

ン情報処理の発展 を促進 するため、現 行法の下 におけ

る制約を緩和する よう、早急に対策を樹立 しな ければ

な らない と考 えるので、 当面諮 問記の とお り措置 す る

こととしたい。

2現 行制度 では、2人 以上の者がデー タ通信の ために

共同 して通信回線を専 用 しよ うとす る場合 には、公衆

電気通信法に制限規定が設け られて お り、公社 の運用

解釈 と して もきわめて制限 的に解釈 され てきたが、 オ

ン ライン情報処理のた めの通信 回線 に対 する需要 の実

態 を考慮 し、さ しあた りこの解釈を緩和す るよ う措置

す る。

3今 回諮 問する制度 は、通信 回線 の利用を認め るこ と

が適 当である と考 え られる場 合の うち上記の よ うな解

釈の緩 和に よって もな お救 済できない ものについ て、

公衆電気通信法を改正 し需 要に応 ずる ことがで きる よ

うに しよ うとする ものであ る。すなわち

(1)「 データ通信回線サ ・・一■ビス」は電子計算機 の設置

者 と、 これ を利用す るため の端末の利用者 との間の

業務上 の緊密関係の有無にかかわ らず利 用す ること

が できることとす る。 この場合、電子計 算機 に接続

してい る端末の利用者相互 間の データの交換 は認め

ない こと とす る。 このサ ー ビスの利用 は単独 専用 と

同様 に扱い、共同専用の附加料金 のご とき ものは課

さな い こととする。

(2)デ ー タ通信 回線網 は、近年企業 のグルー プ化が促

進 され、そのグループ内における各種事 務を効率 的

に処理 するためオン ラインで電子 計算機 を利用 しよ

うとする需要が生 じてい るので、これ に応え るサ ー

ビスを設 けようとす るもの であ る。

この場 合、グル ープ内では端末 の利 用者相互間の

データの交換 も行な うことがで きるこ ととす る。

企業 グループ等 の基準 につい ては、別に公社が郵

政大 臣の認可 を うけ て定 めることとする。

4上 記の利用制度 については、早急 に法 制化 して実施
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をはか りたいが、通信 回線 の利用 にか かるその他の 問

題については、次の方針で対処 することと したい。

デー タ通信のための加入電話網等の利用 に つ い て

は、 トラフ ィック対策、回線品質等の問題お よび一般

電 話の疎通 に対 する影響な どがあ り、今直ちに これを

認 める ことは困難 であるので、今後の課題 として検 討

する。

また、通信 回線 の使用料については、今後、上記 の

「データ通信 回線 サー ビス」お よび 「デー タ通信 回線

網 サー ビス」 の料金 のほか、電信 電話 の専用料金 を含

め、原価 を勘案 し、合理 的な もの とする方 向で検討 を

すすめ る。

その他広帯域 回線 の提供 、回線 の分割使用、端末機

器の 自営の制限の緩和お よび通信 にかか る秘密保護等

の問題について も、今後な お、 オン ライン情報処理の

発展動向を見 きわめなが ら、段階 的に措置 してい く考

えである。

〈付属資料X[〉

郵 政 大 臣 諮 問 第84号 「デ ー タ 通 信 の た め

の 通 信 回 線 の 利 用 制 度 に 度 つ い て 」 の 答 申

案

本 審議会 は、昭和44年10月9日 デー タ通信のための通

信 回線の利用制度 について郵 政大臣か ら諮問を うけ、デ

ータ通信特 別委 員会 を設 けて慎重 に審 議 した。

その結果 につい て次 の ように答申する。

1「 データ通信 回線 サー ビス」(仮 称)お よび 「デー

タ通信 回線網 サー ビス」(仮 称)を 設ける ことは適 当

であ る。

なお、 これ らのサー ビスについ ては、できるだけ速

や かに実施 できる よう法 制上その他所要の措置 を講ず

るとと もに、 「デー タ通信 回線網サー ビス」を利用で

きる企業 グループの範 囲を定めるにあた っては、企業

等 の諸活 動において有機 的な関連がすすめ られその間

の情報流通 の態 様が高度化する傾向を示 してい る実情

を考慮 し、これ ら企業 間にわ たるデー タ通信の需要に

弾力的に応 じうるよ う配意する ことが望 ましい。

2今 後 のデータ通信 の発展に即応 し、 とるべ き施策 を

検討す るにあたって は、次の諸点について も十 分考慮

す ることを要望す る。

(1)加 入電話網を データ通信のために利用す ることに

ついては、関連諸問題について引き続 き検討 をすす

めで きるだけ早期にその実現 をはかる こと。

(2)デ ータ通信のための通信 回線使 用料 については、

電信電話料金の関連を考 慮 して、情報 化社会の進展

に寄 与する ようサー ビス原価等 を勘案 し、合理的な

料金 とする よう検討 をすすめること。

③ 情報 化社会 におけるデータ通信の重要性 にかんが

み、今 後は、電気通信設備の質量両面 にわ たる拡充

を促進 し、総 合電気通信網の整備 を図る 必 要 が あ

る。 そのための資金調達 その他所要の措 置 に つ い

て、各界の理解 と協 力を得 るようさらに配意す るこ

と。

(4)今 回の措置 に伴 って可能 となる情報 処 理 サ ー ビ

ス、情報提供 サー ビスな どの新 たな分野におけ る国

際競争の動向 を勘案 し、 自主的な技術 と経営の開発

育成 等について、政府お よび関係機 関は積極的な施

策を講ず ること。
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